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Ⅰ 計画策定の目的と流れ 
 

１．計画策定の目的 
 

亀山市では、民間バス路線の撤退などに伴う廃止代替路線の運行などで増加する財政負担などの問

題や高齢化社会に対応するため、平成 19年 1月に移動困難者の日常生活における最低限度の移動性を

効率的・効果的に確保することを目的とした「地域生活交通の再編方針」を策定して、重複して運行

している路線の整理や、住民と行政が協働で試験運行の実績調査や利用促進策の検討を行うなど、バ

ス路線の再編を行ってきました。しかしながら、市民の公共交通に関する満足度は依然として低く、

また、現在、再編方針に基づく全路線の再編は完了していませんが、状況の変化により新たな課題が

生じています。 

例えば、営業路線の廃止等により、路線体系の再検討が必要な地域が生じており、また、市の財政

状況が厳しくなる中、より効率的・効果的、そして持続可能な運行の仕組みを構築していくことが必

要となっています。 

具体的には、北東部地域において、再編方針策定当時、営業路線であった亀山みずほ台線が廃止と

なり廃止代替路線としての運行に切り替わっており、また、平成 24 年 4 月には、運行地域にある JR

井田川駅の駅前整備によりバス乗り入れが可能となるなどして、井田川駅への移動需要が大きいこの

地域の路線再整理が必要となっています。また、南部地域においては、再編方針で廃止の方針である

亀山椋本線は津市から亀山高校への通学利用が依然として多く、南部ルートと合わせた地域の路線の

あり方についての再整理が必要となっています。 

その他、市内には集落が点在する地域も多く、これら地域における定時定路線バスのみによる運行

は非効率な状況となっており、今後、運転免許証返納者の増加も予想される中、他の交通資源との連

携やデマンド交通を取り入れるなど、交通空白地域の移動困難者にも対応した、より効率的・効果的

な運行の検討が必要となっています。福祉施策として 75歳以上の高齢者に対するタクシー料金助成事

業も実施されていますが、周辺地域の移動困難者の交通手段確保として十分には機能しているとは言

えず、この事業とバス事業との整合を図ることも必要となっています。 

さらに、持続可能な運行に向けて、地域がより運行に深く関わり、地域で公共交通を守り育ててい

く仕組みづくりや運行のＰＤＣＡ評価システム、料金システムの再整理も必要となっています。 

その他、ＣＯ2 削減や超高齢化社会における地域活力の創造のためにも公共交通の利用促進が求め

られており、市内を運行している鉄道や民営路線バスと市が提供する地域公共交通サービスのそれぞ

れの目的、役割分担、対象、水準などについて再整理することも必要となっています。 

以上のような課題に対応するため、市の交通資源の状況や市民ニーズ、地域の移動需要の調査など

を踏まえ、現在の再編方針の必要な見直しを図るとともに、地域公共交通の活性化及び再生を総合的

かつ一体的に推進するための市の基本的な計画となる地域公共交通総合連携計画を策定し、当該計画

に基づき、より効率的・効果的な生活交通ネットワークの確保維持改善を図ることを目的とします。 
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２．計画策定の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．亀山市地域公共交通計画の策定 

 地域公共交通の活性化及び再生の総合的かつ一体的な

推進に関する基本的な方針 

亀山市が目指す将来都市像、公共交通維持・活性化に

向けた基本方針及び地域公共交通体系イメージの策定 

 地域公共交通計画の区域と計画期間 

 地域公共交通計画の目標 

 目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関

する事項 

各種ニーズ結果及び既存交通資源を活用した路線再編

計画、路線機能の分類、機能に応じたサービス水準、

公共交通利用促進計画、運行評価・維持システム、推

進体制、各事業のスケジュールの策定 等 

 

 

 

 

↑平成 23年度 

↓平成 24年度 

パブリックコメント 
（3/1～3/30） 

１．現況交通の分析 

 上位・関連計画の整理 

 都市機能・都市構造の特性 

 公共交通の現状 

２．市民ニーズの把握 

 市民アンケート 

普段の交通行動、バス利用の有無、バスを利用し

ない理由、バス利用が可能となる条件、バスで行

きたい施設、バス交通維持の考え方等を把握 

７．亀山市における公共交通の課題 

 公共交通の課題整理 

亀山市の将来都市像構築の支援、各種ニーズと公共交

通ネットワークの形成等の視点より、亀山市における

公共交通の課題を整理 

地元説明会（12月中旬～1月中旬） 

・基本方針、施策メニュー等を説明 

バス検討委員会 (11/22) 

交通会議(12/3) 
・計画（案）（料金、運営、利

用促進策等） 

バス検討委員会 (4/〇 ) 
 

交通会議(4/〇) 
・計画完成案 

バス検討委員会 (1/25) 

交通会議(2/14) 
・計画素案 

バス検討委員会 (10/15) 

バス検討委員会 (10/24) 

交通会議(11/8) 
・現況調査結果の報告 
・計画（案）（基本方針、再編

ｲﾒｰｼﾞ等） 

交通会議 
・公共交通の現状 
・市民ニーズの分析 

３．バス利用者ニーズの把握 

 乗降調査 

市内バス路線全線、全便、全利用者を

対象に、平日 1～2日、休日 1 日のバ

ス停間ＯＤ、利用目的、頻度等を把握 

 バス利用者アンケート 

乗降調査に合わせ、属性、バス利用特

性、満足度、改善事項等を把握 

５．運行上の問題点等の把握 

 事業者（バス、タクシー）ヒアリング 

市内バス路線の運転手を対象に、バス

運行上の問題点、安全かつ効果的な改

善提案等を把握 

市内タクシー事業者を対象に、タクシ

－チケットの利用実態やデマンド交

通導入に対する参入意向等を把握 

４．施設利用者ニーズの把握 

 利用実態調査 

市民アンケートより利用頻度が高い

施設 7施設程度を対象に、平休日各 1

日の利用交通手段、時間帯、利用頻度

等を把握 

 施設利用者アンケート 

利用実態調査に合わせ、属性、バス利

用の可能性、利用条件等を把握 

６．地域ニーズの把握 

 地域懇談会 
12 の地域生活圏に区分し、地域懇談
会を開催 
地域の移動ニーズ、移動困難者の実
態、既存公共交通の課題を把握 

交通会議 
・H24年度調査概要 
・スケジュール等 
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Ⅱ 亀山市の地域公共交通の現状と課題 
 

１．亀山市の地域公共交通の現状と課題の整理 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亀山市の特性と公共交通の現状 

市民ニーズ（市民アンケート、地域懇談会） 

【普段の交通行動（P10）】 

 外出の際の移動環境に対する不満割合は約 17％ 

【バス利用状況（P11）】 

 月１回以上利用している回答者が約 11％存在 

 バス非利用者の利用しない理由は「目的地に行け

ない・時間がかかる」「運行本数が尐ない」が多い 

 利用しない理由が改善された場合、約 49％が今後

利用する意向あり 

【バスの運行維持のあり方（P13）】 

 移動困難者の交通手段の確保のためには、今程度

の市負担（税金）でよいとする人が約 40％ 

【公共交通が果たすべき役割（P18）】 

 営業路線は通勤・通学の移動手段として、市が運

行するバスは高齢者や自動車が運転できない人の

買物・通院の移動手段として重要視 

 

バス利用ニーズ（バス乗降調査、バス利用者アンケート） 施設利用ニーズ 

（施設利用者アンケート） 

【バス利用実態】 

 医療センター、エコータウン、

亀山駅はバスで一定程度の利

用が存在 

 亀山市役所、関支所、あいあ

いのバス利用は尐ない 

【バス利用ニーズ】 

 亀山駅及び井田川駅はバス利

用ニーズが高い 

 亀山市役所、関支所、あいあ

いはバス利用ニーズが低い 

 
関 南 部 地 区 運行日拡充、増便等の要望、バス停位置の見直し 

亀 山 地 区 バスと鉄道の乗り継ぎや待合環境の改善 

関 ・ 坂 下 地 区 ダイヤ・ルート設定、バス停位置等の見直し 

野 登 地 区 通学時間に合わせたダイヤ設定、冗長なルートの見直し 

神 辺 地 区 公共交通不便地区へのバス乗り入れ 

東 部 地 区 
天神・和賀地区 

南部ルートとさわやか号の接続改善、南部ルートと

椋本線の整理（運賃の統一等） 

白 川 地 区 朝・昼のダイヤ設定の見直し 

川崎・井田川地区 
東部ルートの井田川駅乗り入れ、みずほ台線との接

続改善 

城 北 地 区 さわやか号の車両改善、住山住宅への乗り入れ 

加 太 地 区 学校貸切便への混乗、バスと鉄道の接続改善 

昼 生 地 区 冗長なルート設定の見直し、バスと鉄道の接続改善 

 

▼住民懇談会における主な意見・要望・改善提案 

▼バスの利用実態・問題点等 

亀 山 関 工 業 団 地 線 利用者数は減尐傾向。昼間帯、土日祝日の利用が尐ない 

亀 山 国 府 線 利用者数は減尐傾向。地域幹線として機能。亀山みずほ台線と競合 

亀 山 み ず ほ 台 線 亀山⇔鈴鹿間の通学利用が主体。亀山国府線と競合 

亀 山 椋 本 線 津市からの通学利用が主体。通学時間帯以外の利用が尐ない。南部ルートと競合 

さ わ や か 号 平成 20～22 年で利用者数が約２割減尐。バス相互の乗り継ぎが尐ない 

野登白川地区自主運行バス 起終点間の所要時間が１時間以上。沿線に公共交通不便地域が存在 

東 部 ル ー ト 起終点間の所要時間が１時間以上。沿線に公共交通不便地域が存在 

南 部 ル ー ト 亀山椋本線と競合。沿線に公共交通不便地域が存在 

西 部 Ａ ル ー ト 小野橋～医療センター間でバス停がない。沿線に公共交通不便地域が存在 

加 太 地 区 福 祉 バ ス スクールバス貸切便の一般利用が不可 

関南部地区スクールバス活用バス 高齢者の利用が主体。１便当たり 17人と利用が多いが、サービス水準は低い 

事前予約制施設送迎サービス 利用者数は減尐傾向。バスサービス圏域内居住者の利用が多い 

 

上位関連 

計画 
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 【人口特性（P4～6）】 

 人口約 5.1万人、高齢化率約 22％、共に増加傾向 

 白川、坂下、加太地区は高齢化率が 30％以上と高い 

 通勤・通学流動は、鈴鹿市、津市や四日市市との結びつき

が強い 

【施設立地状況（P7）】 

 亀山駅や関駅の徒歩圏内（1km圏内)に公共施設が多く立地 

 市立医療センターが亀山駅北部、鈴鹿回生病院が市境近辺

に立地 

【公共交通施設の整備状況（P7）】 

 営業路線バス及び廃止代替路線バス各 2 路線、亀山市自主運

行バス 6路線、事前予約制施設送迎サービス、関南部地区ス

クールバス活用バス、福祉有償運送、スクールバスが運行 

【公共交通サービスの現状（P17）】 

 公共交通による人口カバー率は約 90％ 

 公共交通不便地域内人口は約 5千人（総人口の約 10％） 

【公共交通の利用状況・収支状況（P15,16,18）】 

 バスの分担率は 1％未満、一方、自動車は 74％ 

 市内鉄道駅の総乗車人員は減尐傾向 

 自主運行バスの利用者数は増加傾向、一方、営業路線バス

及び廃止代替路線バスは減尐傾向（平成 19～22年度） 

 収支率は、営業路線バス計で約 70％、廃止代替路線バス計

で約 39％、自主運行バス計で約 10％（平成 22 年度） 

 自主運行バスの運行維持のための実市負担金は、平成 19～

22 年度にかけて約 1.79倍に増大 

 他市町と比較して、低い 1 便あたり利用者（5.6 人/便）、

高い利用者 1人あたり運行経費（778円/人）（平成 22年度） 

公共交通ネットワーク全体からみた課題 （P14） 

公共交通の骨格を形成する路線バスの維持  

 現在営業路線である亀山関工業団地線や亀山国府線の利用者数は近年減尐傾

向にあり、亀山市の公共交通の骨格を形成する路線バスの維持が課題 

市民の生活行動に馴染む公共交通ネットワークの検討 

 井田川駅への移動需要が大きい北東部地域の路線再整理 

 亀山椋本線、南部ルートを合わせた地域の路線のあり方についての再整理 

 現在のバスルートやダイヤが必ずしも地域の生活ニーズに応じた効率的な運

行となっていない 

 さわやか号はバス相互の乗り継ぎ利用が尐ない 

公共交通の利用が不便な方への対応 

 交通空白地域の移動困難者にも対応した、より効率的効果的な運行の検討が

課題 

 75歳以上の高齢者に対するタクシー料金助成事業とバス事業との整合 

公共交通の役割の再認識と維持に向けた取り組み方針の検討 

 尐子高齢化によりバス利用の主役である１５歳以下の人口減尐や多くの高齢

者を含む市民生活の中に自動車利用が深く浸透していることなどを背景に、

バス利用者は減尐する傾向 

 地域がより運行に深く関わり、地域で公共交通を守り育てていく仕組みづく

りや運行の PDCA評価システム・料金システムの再整理も必要 

 地域公共交通サービスのそれぞれの目的、役割分担、対象、水準などについ

ての再整理 

 

亀山関工業団地線 
昼間帯の有効利用及び朝のシャープ発亀山駅方面、夕方の

亀山駅発シャープ方面、土日祝日の利用者増が課題 

亀 山 国 府 線 亀山みずほ台線との一体的見直しが検討課題 

亀 山 み ず ほ 台 線 需要に応じたダイヤ見直しもしくはルート見直しが課題 

亀 山 椋 本 線 需要に応じたダイヤルートの見直しが課題 

さ わ や か 号 
公共交通ネットワーク全体におけるさわやか号のあり方

についての再検討が課題 

野登白川地区自主 

運 行 バ ス 

需要に応じたルートの適正化及び分散した集落に応じた

効率的運行の検討が課題 

東 部 ル ー ト 

利用ニーズに応じた効率的なルート見直しが課題。公共交

通利用不便地域への対応が課題。駅アクセス（亀山駅、井

田川駅）のあり方を踏まえたルートの見直しが課題 

南 部 ル ー ト 
公共交通不便地域を含む集落が分散立地していることか

ら、地域特性を踏まえた交通サービスの見直しが課題 

西 部 Ａ ル ー ト 
公共交通不便地域を含む集落が分散立地していることか

ら、地域特性を踏まえた交通サービスの見直しが課題 

加太地区福祉バス 地域住民の使い勝手の良いバスサービスの提供が課題 

関南部地区スクールバス

活 用 バ ス 

有料化を視野に入れたサービス水準向上の必要性が検討

課題 

事 前 予 約 制 施 設 

送 迎 サ ー ビ ス 
バス利用との整合を図ることが課題 

 

路線別にみた課題 （P19） 
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前頁に整理した亀山市の地域公共交通の現状に関連するデータの一部を以下に示します。 

１）亀山市の特性と公共交通の現状 

（１）人口推移 

■市全体の人口は約 5.1万人（平成 22年）、伸び率は低下しているものの増加傾向が継続 

■高齢化率は約 22％（平成 22年）、伸び率は増加傾向にあり、高齢者のみの世帯数も増加傾向 

・平成 28年には約 4人に 1人（約 24.2％）が高齢者（65歳以上） 

・高齢者世帯数は平成 12 年度(2,326 世帯)から平成 17 年度(2,804 世帯)にかけて約 1.2 倍に

増加 

【参考】三重県の平均高齢化率は約 24.3％、北勢地域は約 21.1％(平成 22年) 

図 人口・世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢階層別人口の構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料；各年国勢調査、平成 22 年は国勢調査人口等基本集計結果 

※平成 7 年、平成 12 年の数値は旧亀山市と旧関町の合算値 

※平成 28 年度の数値は、国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口 
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（２）地区別人口 

■市東部に市全体の約 7割の人口が集中 

・市東部に位置する亀山地区に約 33％、井田川地区に約 23％、川崎地区に約 12％と３地区合

計で市全体の約 68％を占める 

■地域差のある高齢化率。市北部、西部の丘陵地に位置する地区の高齢化率が相対的に高い 

・坂下地区は高齢化率 40％以上、白川地区及び加太地区は高齢化率 30％以上と高い 

・井田川地区、川崎地区、神辺地区は高齢化率 20％以下と低い 

図 地区別の人口（平成 23 年 3 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料；住民基本台帳（外国人登録者数含む） 

図 地区別の年齢階層別人口の構成比（平成 23 年２月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※構成比の下の白字は実数（単位：人）  資料；住民基本台帳（外国人登録者数含む） 
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図 市内の高齢化率分布（平成 17 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料；亀山市都市マスタープラン（平成 22 年 3 月） 

 

図 亀山市内の運転免許保有者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 亀山市内の運転免許返納者数の推移 

（人/年） 

 H20 H21 H22 H23 

免許返納者数 12 25 19 17 

資料：亀山警察署 

 

特別養護老人ホームが立地する 
坂下地区は高齢化率 40％以上 

32 ,955 33 ,608 34 ,098 34 ,399 34 ,498 34 ,581
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全年齢 65歳以上 65歳以上の割合

亀山市内の運転免許保有者数は増加傾向にあり、65 歳以上の保有者も同様に増加傾向にある。 

一方、運転返納者数は年間約 20名程度で推移している。 

 
凡例 

 

   都市計画区域界 

   用途地域界 

高齢化率（Ｈ１７） 

   １５％未満 

   １５～２０％ 

   ２０～２５％ 

   ２５～３０％ 

   ３０～３５％ 

   ３５～４０％ 

   ４０％以上 
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（３）公共交通施設の整備状況 

■京都・名古屋方面を結ぶ JR関西本線、亀山・和歌山方面を結ぶ JR紀勢本線 

・井田川駅、亀山駅、関駅、加太駅、下庄駅の計５駅が存在 

■市内には、三重交通の営業路線バス及び廃止代替路線バスが各２路線、亀山市自主運行バスが６路線 

・営業路線バスは亀山駅を起点に、亀山・関テクノヒルズ工業団地等を連絡する“亀山関工業団地線”と鈴鹿市の主要施設（鈴鹿回生病院、平田町駅等）を連絡する“亀山国府線”の計 2路線が運行 

・廃止代替路線バスはみずほ台等の住宅団地を経由し鈴鹿市の平田町駅へ連絡する“亀山みずほ台線”と津市の椋本を連絡する“亀山椋本線”の計２路線が運行 

・亀山市自主運行バスは、亀山駅周辺の公共・公益施設や病院・福祉施設を連絡する“さわやか号”、亀山駅及び市立医療センターと野登地区、白川地区を連絡する“野登・白川地区自主運行バス”、川崎地区を連絡する

“東部ルート”、亀山駅と昼生地区を連絡する“南部ルート”、関駅周辺の公共・公益施設及び市立医療センターと坂下地区を連絡する“西部Ａルート”、関駅と加太地区を連絡する“加太地区福祉バス”の計６路線が

運行 

■上記の路線以外に、市内には事前予約制施設送迎サービス、関南部地区スクールバス活用バス、福祉有償運送、関地区においてスクールバスが運行 

■隣接市では鈴鹿市 C-BUSや津市コミュニティバスが運行されているが、亀山市自主運行バスとは直接接続していない 

 

図 公共交通ネットワークの形成状況（平成 24 年 3 月現在） 
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（４）亀山市におけるバス運行に対する主な取組経過 

以下に亀山市におけるこれまでのバス運行に対する主な取り組み経緯を整理します。 

 

■旧亀山市 

平成 10年 5 月 

平成 12年 12月 

平成 13年 4 月 

平成 14年 8 月 

平成 16年 10月 

亀山市バス等検討委員会を設置 

シャトルバス（さわやか号）の試行的運行開始 

さわやか号の本格運行開始 

実験バスの運行開始（平成 14年 8月～平成 16年 3月 20ヶ月） 

市内バス路線見直しのモデル的・試験的運行開始 

（野登・白川地区自主運行バス・乗合タクシー、事前予約制施設送迎サービス） 

■旧関町 

平成 15年 4 月 

平成 16年 4 月 

平成 16年 7 月 

加太地区福祉バス運行開始 

巡回バス運行開始 

加太地区福祉バス有償化 

■新亀山市（平成 17 年 1 月 新市施行） 

平成 17年 8 月 

平成 17年 9 月 

 

平成 17年 10月 

 

平成 19年 1 月 

 

平成 19年 11月 

平成 20年 11月 

平成 21年 3 月 

平成 21年 10月 

 

平成 22年 4 月 

事前予約制施設送迎サービスの運行エリアを全市に拡大 

廃止代替路線バス 白子亀山線運行終了 

※暫定措置として沿線地区の事前予約制施設送迎サービス利用条件を緩和 

野登・白川地区自主運行バス等を一部改正し運行（暫定運行） 

さわやか号運行エリアを拡大 

新地域生活交通再編事業「効率的で効果的な新市の生活交通の再編に向けて」 

バス等検討委員会検討結果報告（再編方針策定） 

廃止代替路線バス 亀山坂下線の廃止→西部Ａルート運行開始 

東部ルート（試験運行）、南部ルート運行開始 

廃止代替路線バス 亀山長沢線の廃止 

営業路線バス 亀山みずほ台線の営業路線バスとしての運行終了→廃止代替路線バス

として運行継続 

さわやか号ノンステップバスへ車両変更 
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２）市民ニーズ（市民アンケート） 

【調査概要】 

亀山市自主運行バスや市内を運行する民営路線バスを含め、バス利用に関する問題点や課題

を抽出し、より良い公共交通サービスの提供を図るため、市民の交通行動や公共交通の利用に

関する意向などを把握することを目的として、アンケート調査を実施しました。 

【調査対象 及び 調査方法】 

項 目 内 容 

調査対象 亀山市に居住する 15歳以上の市民 

配布数 5,000通 

抽出法 無作為抽出 

調査方法 配布・回収ともに郵送方式 

調査時期 平成 24年 3月 1日～3月 10日 

調査地域 市内全域 

【配布数 及び 回収結果】 

 配布数 回収数 回収率 

全市 5,000 2,017 40.3％ 

亀山西 453 145 32.0％ 

亀山東 453 155 34.2％ 

亀山南 423 157 37.1％ 

昼生 409 157 38.4％ 

井田川 456 158 34.6％ 

川崎 449 155 34.5％ 

野登 425 198 46.6％ 

白川 252 95 37.7％ 

神辺 430 146 34.0％ 

関 444 140 31.5％ 

関南部 253 86 34.0％ 

坂下 172 91 52.9％ 

加太 382 175 45.8％ 
※地区区分は小学校区単位とするが、坂下は関小学校区の関町坂下、沓掛、市瀬の 3 地域、 

関南部は関小学校区の関ヶ丘、関町古厩、萩原、福徳、久我、越川、金場の 7 地域とする 
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満足 やや満足 どちらともいえない やや丌満 丌満 無回答

 

（１）普段外出する際の移動環境に対する満足度 及び 具体的な不満の内容 

■移動環境について「満足＋やや満足」が約 46％、「不満＋やや不満」が約 17％ 

■井田川、神辺、加太では「不満＋やや不満」が 20～23％と高い 

図 移動環境に対する満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）具体的な不満の内容について 

■普段外出する際の移動環境に対して「不満」を感じている回答者のうち、「バスの運行本数につ

いて」不満を感じている人が約 27％と最も多い 

■その他の不満内容は「公共交通を利用できない、または利用が不便な環境にある」が約 17％、「鉄

道の運行本数に不満」が約 15％、「自動車・自転車の走行環境、歩行環境に不満」が約 11％の順

となっている 

図 具体的な丌満の内容（自由記述を分類、複数回答） 
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自動車の方が便利だから

その他

全市平均[n=1784]
＇％（

（３）バスの利用状況 及び バスを利用しない理由について 

■バスをあまり利用していない人が約 88％（バスを月１回以上利用している人が約 11％） 

■利用しない理由として「バスでは目的地に行けないから」が約 36％、「バスの運行本数が尐ない

から」が約 28％、「バスでは目的地まで時間がかかる」及び「荷物があると不便だから」が各約

23％となっている 

図 バスを利用しない理由（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩利用しない理由が改善された場合のバス利用意向について 

■利用しない理由が改善された場合の利用意向は「利用しても良いと思う」が約 49％、「改善されて

も利用しないと思う」が約 41％となっている 

図表 改善された場合のバス利用意向について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.1 

43.1 

40.9 

55.2 

58.7 

58.6 

50.9 

51.3 

51.5 

38.9 

44.9 

53.6 

42.9 

48.5 

48.8 

48.2 

46.7 

29.9 

37.8 

35.9 

41.3 

39.7 

41.0 

47.3 

47.4 

36.2 

42.9 

41.4 

7.1 

8.8 

12.4 

14.9 

3.5 

5.5 

7.8 

9.0 

7.5 

13.7 

7.7 

10.1 

14.1 

10.1 

0% 50% 100%

亀山西[n=127]

亀山東[n=137]

亀山南[n=137]

昼生[n=134]

井田川[n=143]

川崎[n=145]

野登[n=167]

白川[n=78]

神辺[n=134]

関[n=131]

関南部[n=78]

坂下[n=69]

加太[n=156]

全市平均[n=1784]

利用しても良いと思う 改善されても利用しないと思う 無回答
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（４）利用している施設とバスで行きたい施設 

■週に１回以上利用している施設は、全 13地区中、川崎を除く 12地区で「エコータウン」が第 1

位となっている。 

■バスで行きたい施設は、6 地区で「亀山駅」、2 地区で「井田川駅」、1 地区で「関駅」と 9 地区

で鉄道駅が挙げられている 

表 週に 1 回以上利用している施設ベスト５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 バスで行きたい施設ベスト５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亀山西
[n=112]

エコータウン 58.0% 亀山駅 20.5%
図書館及び
歴史博物館

12.5%
総合保健福祉
センターあいあい 11.6% 亀山市役所 10.7%

亀山東
[n=116]

エコータウン 49.1% 亀山駅 19.0% オークワ亀山店 16.4%
マックスバリュー
亀山店 11.2% イオンモール鈴鹿 8.6%

亀山南
[n=115]

エコータウン 68.7% 亀山駅 18.3%
図書館及び
歴史博物館

9.6%
総合保健福祉
センターあいあい 7.0% 亀山郵便局 7.0%

マックスバリュ
芸濃店 7.0%

昼生
[n=102]

エコータウン 53.9% 亀山駅 13.7% 下庄駅 12.7%
総合保健福祉
センターあいあい

9.8% イオンモール鈴鹿 7.8%

井田川
[n=102]

エコータウン 24.5%
マックスバリュー
亀山みずほ台店 21.6% イオンモール鈴鹿 18.6% 井田川駅 15.7%

総合保健福祉
センターあいあい 9.8%

川崎
[n=93]

井田川駅 19.4% エコータウン 17.2%
マックスバリュー
亀山みずほ台店 17.2% イオンモール鈴鹿 15.1% 亀山駅 10.8%

総合保健福祉
センターあいあい 10.8%

野登
[n=123]

エコータウン 43.9% 亀山駅 22.0%
マックスバリュー
亀山みずほ台店 11.4% 亀山市役所 8.1% 野登郵便局 7.3%

総合保健福祉
センターあいあい 7.3%

白川
[n=65]

エコータウン 61.5% 亀山駅 13.8%
JA鈴鹿亀山支店
白川出張所

10.8%
総合保健福祉
センターあいあい

10.8%
マックスバリュー
亀山店

6.2%

神辺
[n=92]

エコータウン 55.4% 亀山駅 19.6%
総合保健福祉
センターあいあい 12.0%

JA鈴鹿亀山
神辺支店

6.5% 亀山市役所 5.4%
図書館及び
歴史博物館

5.4% 医療センター 5.4%

関
[n=94]

エコータウン 43.6% 関駅 20.2%
フーズアイランド
関店 17.0% 亀山駅 14.9% 関宿街道沿い 11.7%

関南部
[n=54]

エコータウン 44.4%
フーズアイランド
関店 25.9%

関B＆G
海洋センター

11.1% 亀山駅 9.3% イオンモール鈴鹿 7.4%
図書館及び
歴史博物館

7.4%

坂下
[n=66]

エコータウン 40.9% 関駅 19.7%
フーズアイランド
関店

19.7% 亀山駅 15.2% 鈴鹿馬子唄会館 15.2% 医療センター 12.1%

加太
[n=97]

エコータウン 41.2% 加太駅 19.6% 亀山駅 13.4%
フーズアイランド
関店

10.3% イオンモール鈴鹿 10.3%

― ―

―

―

――

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

同率1位 2位 3位 4位 5位 同率

亀山西
[n=37]

エコータウン 48.6% 亀山駅 45.9%
総合保健福祉
センターあいあい 24.3%

図書館及び
歴史博物館

21.6% 亀山市役所 18.9%

亀山東
[n=35]

亀山駅 57.1% エコータウン 37.1% 亀山市役所 20.0% 医療センター 17.1%
総合保健福祉
センターあいあい 17.1%

図書館及び
歴史博物館

17.1%

亀山南
[n=47]

亀山駅 51.1% エコータウン 36.2% 亀山市役所 21.3%
総合保健福祉
センターあいあい 21.3% 医療センター 19.1%

昼生
[n=42]

エコータウン 57.1% 亀山駅 40.5% 亀山市役所 38.1%
総合保健福祉
センターあいあい

35.7% 下庄駅 33.3%

井田川
[n=51]

井田川駅 45.1% 亀山駅 41.2% 亀山市役所 31.4% 医療センター 27.5%
図書館及び
歴史博物館

27.5% エコータウン 27.5%

川崎
[n=45]

井田川駅 62.2% エコータウン 31.1% 亀山駅 28.9%
図書館及び
歴史博物館

24.4% 医療センター 22.2%

野登
[n=54]

亀山駅 61.1% エコータウン 37.0% 井田川駅 27.8% 医療センター 25.9%
総合保健福祉
センターあいあい 16.7%

図書館及び
歴史博物館

16.7%

白川
[n=21]

亀山駅 61.9% エコータウン 61.9% 医療センター 47.6% 亀山市役所 38.1% 文化会館 28.6%

神辺
[n=31]

亀山駅 58.1% エコータウン 48.4% 医療センター 25.8% 亀山市役所 22.6%
総合保健福祉
センターあいあい 16.1%

図書館及び
歴史博物館

16.1%

関
[n=23]

亀山駅 47.8% エコータウン 34.8% 関駅 30.4% 医療センター 30.4% 文化会館 17.4%

関南部
[n=23]

エコータウン 39.1% 関駅 30.4% 亀山駅 26.1% 関支所 17.4% 医療センター 17.4%
総合保健福祉
センターあいあい 17.4%

坂下
[n=25]

関駅 64.0% 亀山駅 56.0% 関支所 52.0% 医療センター 52.0% エコータウン 48.0%

加太
[n=29]

エコータウン 55.2% 亀山駅 48.3% 加太駅 48.3% 医療センター 34.5%
総合保健福祉
センターあいあい 34.5%

1位 2位 3位 4位 5位 同率

―

―

―

―

―

―

―

―
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（５）亀山市のバス運行維持に対する市の費用負担のあり方について 

■移動困難者の交通手段の確保などのためには、「今と同程度の市の負担額でよい」とする人が約

40％と最も多く、次いで「市の負担額を増やしてもよい」とする人が約 22％、「市の負担額を軽

減すべき」とする人が約 21％となっている 

■地区により若干のバラつきは見られるが、井田川、関南部、坂下、加太では「今と同程度の市の

負担額でよい」や「市の負担額を増やしてもよい」とする割合が高い 

図 廃止代替路線、自主運行バスへの市の費用負担のあり方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.2 

25.2 

19.7 

21.0 

22.8 

18.7 

22.2 

21.1 

15.8 

24.3 

27.9 

27.5 

24.6 

22.1 

39.3 

37.4 

38.2 

42.7 

48.1 

43.2 

40.9 

41.1 

34.9 

33.6 

40.7 

51.6 

45.7 

40.1 

5.5 

8.4 

12.1 

5.7 

10.1 

8.4 

4.5 

9.5 

11.0 

8.6 

12.8 

4.4 

8.0 

8.0 

8.3 

8.4 

8.3 

13.4 

3.2 

9.0 

11.1 

10.5 

10.3 

11.4 

8.1 

7.7 

9.7 

9.4 

4.8 

4.5 

4.5 

1.9 

4.4 

3.9 

5.1 

4.2 

6.2 

4.3 

1.2 

1.1 

2.9 

3.9 

8.3 

11.6 

8.3 

5.1 

7.0 

8.4 

6.1 

6.3 

8.9 

7.9 
3.5 

1.1 

6.8 

7.6 

4.5 

8.9 

10.2 

4.4 

8.4 

10.1 

7.4 

13.0 

10.0 

5.8 

7.7 

8.0 

9.7 

0% 50% 100%

亀山西[n=145]

亀山東[n=155]

亀山南[n=157]

昼生[n=157]

井田川[n=158]

川崎[n=155]

野登[n=198]

白川[n=95]

神辺[n=146]

関[n=140]

関南部[n=86]

坂下[n=91]

加太[n=175]

全市平均[n=2017]

移動困難者の交通手段の確保などのためには、市の負担額（税金）を増やしてもよい

移動困難者の交通手段の確保などのためには、今と同程度の市の負担額（税金）でよい

住民や地域が協力して運行経費の一部を負担し、市の負担額（税金）を軽減すべき

運賃を値上げすることで収入を増やし、市の負担額（税金）を軽減すべき

便数や運行日を減らすことで運行経費を抑え、市の負担額（税金）を軽減すべき

利用者の運賃収入だけでまかなえないのであれば、運行すべきではない

無回答
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２．公共交通ネットワーク全体からみた課題 
 

各種現況調査を基に整理した亀山市の地域公共交通の現状を踏まえ、以下に亀山市における地

域公共交通の課題を示します。 

 

１．公共交通の骨格を形成する路線バスの維持 

 平成 19 年 1 月に移動困難者の日常生活における最低限度の移動性を効率的･効果的に

確保することを目的とした｢地域生活交通の再編方針｣を策定し､重複して運行してい

る路線の整理など、バス路線の再編を行ってきました。しかし、当時営業路線であっ

た亀山みずほ台線が廃止となり廃止代替路線としての運行に切り替わっており、また、

現在営業路線である亀山関工業団地線や亀山国府線の利用者数も近年は減尐傾向にあ

り、亀山市の公共交通の骨格を形成する路線バスの維持が課題となっています。 

（P15「図 市内バス路線全体の利用者数推移」及び P16「図 営業路線バス・廃止路

線バス・亀山市自主運行バス・その他交通サービスの利用者数推移」参照） 

 

２．市民の生活行動に馴染む公共交通ネットワークの検討 

 平成 24 年 4 月には、運行地域にある JR 井田川駅の駅前整備によりバス乗り入れが可

能となるなど、井田川駅への移動需要が大きい北東部地域の路線再整理が必要となっ

ています。また、南部地域においては、再編方針で廃止の方針である亀山椋本線は津

市から亀山高校への通学利用が多く、亀山高校への通学支援や津市との広域連携を図

ることが求められていることから、亀山椋本線、南部ルートを合わせた地域の路線の

あり方についての再整理が必要となっています。 

 市内には集落が点在する地域も多く、このような地域では、施設の開始時間に合わせ

時間調整し、複数の方が協力してバスとタクシーを乗り継いで目的地に行くなどして

おり、現在のバスルートやダイヤが必ずしも地域の生活ニーズに応じた効率的な運行

となっていない面もあります。また、「地域生活交通の再編方針（H19.1）」では、さわ

やか号（拠点間循環バス）と亀山駅を中心とする各放射路線は、乗り継ぎを前提とし

た公共交通ネットワークシステムの構築を目指してきましたが、利用実態からはさわ

やか号はバス相互の乗り継ぎ利用が尐ないことがわかりました。 

したがって、市民の生活行動に馴染み、バス利用を促進する公共交通ネットワークの

あり方について、今一度検討する必要があります。 

（P17「図 さわやか号の乗り継ぎ実態」参照）
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３．公共交通の利用が不便な方への対応 

 市内には、鉄道駅やバス停から遠く、公共交通の利用が不便な地域が存在します。ま

た、高齢化が進展し、運転免許証返納者の増加も予想される中、他の交通資源との連

携やデマンド交通を取り入れるなど、交通空白地域の移動困難者にも対応した、より

効率的効果的な運行の検討が課題となっています。 

（P17「図 公共交通サービスの現状（公共交通利用不便地域の分布）」参照） 

 一方、福祉施策として 75歳以上の高齢者に対するタクシー料金助成事業も実施されて

いますが、周辺地域の移動困難者の交通手段確保として十分には機能しているとは言

えないことから、75 歳以上の高齢者に対するタクシー料金助成事業とバス事業との整

合を図ることが必要となっています。 

 

４．公共交通の役割の再認識と維持に向けた取り組み方針の検討 

 亀山市では、シャトル型バスさわやか号(H13)や実験バス(H14)の運行、野登白川地区

自主運行バスの運行、事前予約制施設送迎サービス(H16)の導入など、多様な形態のバ

ス交通により、市民の移動手段の確保が行われて来ました。そして、増大する財政負

担への対応等を図るべく、バス交通の“維持基準”を含む「地域生活交通の再編方針

（Ｈ19.1）」を策定し、重複路線の整理を進めてきました。しかし、尐子高齢化により

バス利用の主役である１５歳以下の人口減尐や多くの高齢者を含む市民生活の中に自

動車利用が深く浸透していることなどを背景に、バス利用者は減尐する傾向にありま

す。 

 このような状況下において、公共交通の維持に向けては、地域がより運行に深く関わ

り、地域で公共交通を守り育てていく仕組みづくりや運行の PDCA評価システム・料金

システムの再整理も必要となっています。その他、CO2 削減や超高齢社会における地

域活力の創造のためにも公共交通の利用促進が求められており、市内を運行している

鉄道や民営路線バスと市が提供する地域公共交通サービスのそれぞれの目的、役割分

担、対象、水準などについて再整理する必要があります。 

（P18「図 自主運行バス利用者１人あたり運行経費の推移」及び「図 三重交通・市

が運行するあバスが果たすべき役割」参照） 

 

図 市内バス路線全体の利用者数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H19 H20 H21 H22

その他
交通サービス

5,035 5,289 3,219 4,846 0.92

1.11

年間利用者数＇人／年（ H22
/H19

亀山市
自主運行バス

105,006 116,124 115,641 116,370

廃止代替路線バス 108,329 95,028 70,732 63,861 0.59

計 432,080 455,487 414,470 390,637 0.90

営業路線バス 0.96205,560224,878239,046213,710

213,710 239,046 224,878 205,560

108,329
95,028

70,732
63,861

105,006
116,124

115,641
116,370

5,035
5,289

3,219
4,846

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

H19 H20 H21 H22

（人／年）

（年度）

営業路線バス 廃止代替路線バス

亀山市自主運行バス その他交通サービス

-619 

+25,336 

-13,301 

+14,739 

+23,407 

432,080 
455,487 

414,470 

-14,168 

-24,296 

-41,017 

+11,356 

-6,871 

-19,318 

390,637 
-23,833 
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H19 H20 H21 H22

73,026

132,534

205,560

年間利用者数＇人／年（

60,487

224,878239,046213,710

153,223 144,267152,745

80,61186,301

H22/H19

亀山関工業
団地線

1.21

亀山国府線 0.86

計 0.96
60,487

86,301 80,611 73,026

153,223
152,745 144,267

132,534

0

100,000

200,000

300,000

H19 H20 H21 H22

（人／年）

（年度）

亀山関工業団地線 亀山国府線

-478 

+25,814 

-8,478 

-5,690 

+25,336 -14,168 

資料；三重交通 

※各年度 10 月～翌年 9 月の実績 

213,710 
239,046 

224,878 
205,560 

-19,318 

-11,733 

-7,585 

※各年度 4 月～翌年３月の実績 

※西部 A ルートの平成 19 年度データは 4 ヶ月計 

※南部ルート、東部ルートの平成 20 年度データは５ヶ月計 

※関南部スクールバス活用バスの平成 21 年度データは 8 ヶ月計 

資料；三重交通 

※各年度 10 月～翌年 9 月の実績 

H19 H20 H21 H22

63,86170,73295,028108,329

28,78734,20735,02034,903

21,83421,988

12,990

35,07436,52538,17438,448

計 0.59

亀山坂下線

亀山椋本線 0.91

年間利用者数＇人／年（ H22
/H19

亀山みずほ台線 0.82

亀山長沢線
34,903 35,020 34,207 28,787 

21,988 21,834 

12,990 

38,448

38,174

36,525
35,074

0 

50,000 

100,000 

150,000 

H19 H20 H21 H22

（人／年）

（年度）

亀山みずほ台線 亀山長沢線 亀山坂下線 亀山椋本線

【H19.11.30】亀山坂下線の廃止

⇒西部Aルートが代替運行

【H21.3.31】亀山長沢線の廃止

⇒東部ルートが代替運行

-274 
-1,649 

-1,451 

+117 -813 -5,420 

-13,301 

-24,296 

-6,871 

108,329 
95,028 

70,732 
63,861 

図 営業路線バスの利用者数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 廃止代替路線バスの利用者数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 亀山市自主運行バスの利用者数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 その他交通サービスの利用者数推移 

 

 

 

 

 

 

 

5,035 

3,532 
2,234 2,350 

1,757

985

2,496

0

2,000

4,000

6,000

H19 H20 H21 H22

（人／年）

（年度）

事前予約制施設送迎サービス 関南部スクールバス活用バス

【H20.12.1】事前予約制施設送

迎サービスの利用条件の一部

緩和終了

【H17.12.1】事前予約制施設

送迎サービスの利用条件の

一部緩和

H19 H20 H21 H22

事前予約制施設
送迎サービス

5,035 3,532 2,234 2,350 0.67

関南部スクール
バス活用バス

1,757 985 2,496 1.42

計 5,035 5,289 3,219 4,846 0.92

年間利用者数＇人／年（ H22
/H20

50,768 51,447 
42,890 40,640 

29,053 29,679 

25,208 26,439 

2,392 
8,557 11,063 

3,993
10,387 10,4673,290

10,969 10,597 10,70119,124

17,644 18,002 17,060
2,771 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H19 H20 H21 H22

（人／年）

（年度）

関地区巡回バス 加太地区福祉バス
西部Aルート 南部ルート
東部ルート 野登・白川地区自主運行バス
さわやか号

【H19.12.1】西部Aルート運行開始 【H20.11.1】東部ルート・南部ルート運行開始

H19 H20 H21 H22

関地区巡回バス 2,771

加太地区
福祉バス

19,124 17,644 18,002 17,060 0.97

西部Aルート 3,290 10,969 10,597 10,701 0.98

南部ルート 3,993 10,387 10,467 2.62

東部ルート 2,392 8,557 11,063 4.63

野登・白川地区
自主運行バス

29,053 29,679 25,208 26,439 0.89

さわやか号 50,768 51,447 42,890 40,640 0.79

計 105,006 116,124 115,641 116,370 1.00

年間利用者数＇人／年（ H22
/H20105,006 

116,124 115,641 116,370 
+11,118 -483 +729 

5,289 

3,219 

4,846 5,035 
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図 さわやか号の乗り継ぎ実態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料；バス利用者ヒアリング調査（平成 24 年） 

 

図 公共交通サービスの現状（公共交通利用丌便地域の分布） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.9

20.2

56.8

60.6

17.3

19.2

平日(n=243)

休日(n=104)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

乗り継ぎする 乗り継ぎしない 無回答 ＇人（ ＇％（

平日 休日 平日 休日
ＪＲ関西本線＇加茂方面（ 18 4 28.6 19.0
ＪＲ関西本線＇名古屋方面（ 14 9 22.2 42.9
西部Ａルート 12 19.0
ＪＲ紀勢本線＇新宮方面（ 9 2 14.3 9.5
東部ルート 5 7.9
南部ルート 2 3.2
亀山国府線 1 4 1.6 19.0
亀山関工業団地線 1 1.6
野登・白川地区自主運行バス＇白川ルート（ 1 1.6
亀山みずほ台線 2 9.5

計 63 21 100 100

乗り継ぎ利用者数 割合

資料：国勢調査（平成 17 年） 

公共交通利用不便地域内の人口 

49,120 - 44,226 = 4,984 (人) 

 ⇒全人口の約 10.0％を占める 

資料：国勢調査（平成 17 年） 

■公共交通による人口カバー率 

■人口密度と公共交通利用圏域の関係（亀山市内の鉄道駅、バス停のみ） 

 夜間人口(人) 65歳以上人口(人) 

亀山市総人口 49,120 10,037 

公共交通利用圏域内人口 44,226 9,280 

公共交通による人口カバー率 90.0％ 92.5% 
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図 自主運行バス利用者１人あたり運行経費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度 4 月～翌年３月の実績 

※西部 A ルートの平成 19 年度データは 4 ヶ月計（平成 19 年 12 月～平成 20 年 3 月） 

※南部ルート、東部ルートの平成 20 年度データは５ヶ月計（平成 20 年 11 月～平成 21 年 3 月） 

 

図 三重交通が運行するバスが果たすべき役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：公共交通に関する市民アンケート（平成 23 年） 

図 市が運行するバスが果たすべき役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：公共交通に関する市民アンケート（平成 23 年） 

 

556

677
778 778

58,382

78,605
90,025 90,557

105,006 
116,124 115,641 116,370 

0

500

1,000

1,500

0

40,000

80,000

120,000

H19 H20 H21 H22

利
用
者
1
人
あ
た
り
運
行
経
費
（
円
／
人
）

運
行
経
費
（
千
円
／
年
）

利
用
者
数
（
人
／
年
）

利用者1人あたり運行経費 運行経費 利用者数
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1933

2937

973

361

1799

161

721

614

26

0 1,000 2,000 3,000 4,000 

①市民の社会参加を可能とする必要最低限の移動手段（通院、買物など）を確保する役割

②日々の生活を送る上で重要な移動（通勤、通学など）を確保する役割

③快適な日常生活を送る上で利便性の高い移動（飲食・娯楽など）を確保する役割

④市内の地域を結び、地域間の交流を促進する役割

⑤隣接都市と接続し、市外施設への移動が可能となる役割

⑥まちのにぎわいづくりを支援する役割

⑦運転免許を返納しても安心して移動ができる役割

⑧公共交通の利用により自動車利用を抑制し、環境にやさしいまちを支援する役割

⑨その他

全市平均 [n=2017]
＇ポイント（

3415

1851

572

861

304

523

1744

476

38

0 1,000 2,000 3,000 4,000 

①市民の社会参加を可能とする必要最低限の移動手段（通院、買物など）を確保する役割

②日々の生活を送る上で重要な移動（通勤、通学など）を確保する役割

③快適な日常生活を送る上で利便性の高い移動（飲食・娯楽など）を確保する役割

④市内の地域を結び、地域間の交流を促進する役割

⑤隣接都市と接続し、市外施設への移動が可能となる役割

⑥まちのにぎわいづくりを支援する役割

⑦運転免許を返納しても安心して移動ができる役割

⑧公共交通の利用により自動車利用を抑制し、環境にやさしいまちを支援する役割

⑨その他

合計 [n=2017]
＇ポイント（

n=2,017 

n=2,017 
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３．路線別にみた課題 
 

Ｐ３の現状と課題の整理を踏まえ、以下に亀山市の各バス路線における課題を示します。 

 

亀山関工業団地線 

（三重交通 

営業路線バス） 

 平成 19 年から 20 年にかけて増加した利用者数は、平成 21 年以降減

尐傾向にあり、収支率が 100％を下回っている。企業への通勤需要に

特化しているため、便によって利用者に大きな隔たりがあり、昼間帯

の有効利用及び朝のシャープ発亀山駅方面、夕方の亀山駅発シャープ

方面、土日祝日の利用者増が課題である。 

亀山国府線 

（三重交通 

営業路線バス） 

 亀山駅、回生病院、平田町駅の利用が多く、地域間幹線として機能し

ているものの、利用者数は減尐傾向にあり、収支率は 59％（H21）に

留まっている。また、一部区間において亀山みずほ台線と競合関係に

あることから、亀山みずほ台線との一体的見直しが検討課題である。 

亀山みずほ台線 

（廃止代替 

路線バス） 

 学生、一般（65 歳未満）、高齢者が概ね 3 分の１ずつ存在し、多様な

年齢層に利用されるとともに、複数市町村を跨ぐ人の割合は 41%と地

域間の幹線として機能している。 

 しかし、利用者は減尐しており、平日昼間帯（5便～8便）と夜間（11

便以降）は利用者が 1～9人/便と尐なく、特に、休日は朝（2,3,5便）

及び夜間（11 便以降）は 3 人/便以下であること、また、一部区間に

おいて亀山国府線と競合関係にあることから需要に応じたダイヤ見直

しもしくはルート見直しが課題である。 

 この際、鈴鹿高校への通学需要をＪＲ関西本線（井田川駅⇔加佐登駅）

経由とするかどうかにより、その見直し方針が異なることとなる。 

亀山椋本線 

（廃止代替 

路線バス） 

 亀山高校等への通学利用が多く、平日の椋本発は１便、3 便以外の便

や休日は便当り利用者が 5 人以下と尐なく、利用者は減尐傾向にある

こと、また、一部区間において南部ルートと競合関係にあることから、

需要に応じたダイヤ、ルートの見直しが課題である。 

さわやか号 

 学生及び高齢者の割合は平日 69%と、まちなかにおける移動困難者の

移動手段として機能していると考えられるが、最近 2 年間で利用者が

2割程度減尐している。 

 また、中心市街地において拠点間を連絡する循環バスとして、放射路

線と一体となって機能することが期待される路線であるが、乗り継ぎ

利用者は平日 26%、休日 20%であり、そのうち 65%は鉄道、35%はバス

とバス相互の乗り継ぎ利用が尐ないことから、公共交通ネットワーク

全体におけるさわやか号のあり方についての再検討が課題である。 

野登白川地区自主

運行バス 

 野登ルートは、特定の便（平日の 1,3 便及び休日の 4 便）を除くと、

便別乗降者数は概ね 5 人以下である。また、白川ルートについても、

平日 1便を除くと、利用者数が 2人未満と尐ない状況にある。 

 また、野登・白川ルートは、小川への立ち寄り等迂回が多く、起終点

間の所要時間が概ね 1 時間と長く、利用されていないバス停も存在す

る。需要に応じたルートの適正化及び分散した集落に応じた効率的運

行の検討が課題である。 
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東部ルート 

 学生及び高齢者の割合は平日 73%と移動困難者の移動手段として機

能していると考えられるが、昼間帯は、地域を広く循環するルート

となっており、起終点間の所要時間が 1 時間以上と長く、利用者の

尐ないバス停が存在する。また、1人当たり運行経費は 1,117円（南

部ルートとの合算値）と自主運行バスの平均値（778 円）を大きく上

回っており、利用ニーズに応じた効率的なルート見直しが課題であ

る。 

 また、能褒野町などの公共交通利用不便地域への対応が課題である。 

 この際、東部ルートは亀山駅や亀山局前周辺バス停を目的とする利

用者が多い中、JR 関西本線井田川駅への乗り入れを望む意見が多い

ため、駅アクセス（亀山駅、井田川駅）のあり方を踏まえたルート

の見直しが課題となる。 

南部ルート 

 楠平尾町、神向谷、弘法寺等への立ち寄りがあり、利用者がいない

場合も迂回をするルート設定となっていることなどを背景に、1人当

たり運行経費は 1,117 円（東部ルートとの合算値）と自主運行バス

の平均値（778円）を大きく上回っている。 

 また、一部区間において亀山椋本線と競合関係にあること、さらに

公共交通不便地域を含む集落が分散立地していることから、地域特

性を踏まえた交通サービスの見直しが課題である。 

西部Ａルート 

 一人当たり運行経費は 1,458 円と自主運行バスの平均値（778円）を

大きく上回っている。 

 小野橋～医療センター間はバス停が設置されておらず、乗降ができ

ない状況にある。 

 地域特性を踏まえた交通サービスの見直しと、山下町などの公共交

通利用不便地域への対応が課題である。 

加太地区福祉バス 

 学生及び高齢者の割合が 74%と、移動困難者の移動手段として機能し

ている。 

 また、スクールバスとして活用していることから、学校貸切便は一

般の人が利用できないが、利用者にわかりにくいといった声がある

ことから、貸切便への利用者の同乗の可能性を検討するなど、地域

住民の使い勝手の良いバスサービスの提供が課題である。 

関南部地区スクール

バス活用バス 

 便別利用者数は、1便が 18人、2便は 16人と多く、また利用者に占

める高齢者の割合が 97%となっており、移動困難者の移動手段として

機能していると考えられるが、火曜、金曜限定の 1 日 2 便のみであ

ることから、便数増加を望む声がある。また、集落からバス停まで

遠いといった不満があることから、有料化を視野に入れたサービス

水準向上の必要性が検討課題である。 

事前予約制施設送迎

バス 

 事前予約制施設送迎バスの利用者数は減尐傾向（H19 年度:5,035 人

⇒H23年度：1,537人【H23/H19：0.31】）にあり、近年は利用が尐な

い状況にある。 

 利用されている地域をみると、バスサービス圏域内居住者の利用が

多い状況にあり、バス利用との整合を図ることが課題である。 
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Ⅲ 地域公共交通の活性化及び再生の総合的かつ 

一体的な推進に関する基本的な方針 
 

１．亀山市が目指す都市像 

１）亀山市総合計画 ～亀山市が目指す都市像～ 

「第１次亀山市総合計画」では、以下の将来都市像、まちづくりの基本的な考え方及び

将来都市像の実現に向けた４つの戦略プロジェクトを掲げています。また、公共交通に関

連する計画として、基本施策“公共交通機関の整備”の方向性と目標値が設定されていま

す。 

 

■計画期間：平成 19年～平成 28年 前期基本計画 平成 19年～平成 23年（平成 18年 3月） 

 後期基本計画 平成 25年～平成 28年（平成 24年 3月） 

■将来都市像 

 

 

■まちづくりの基本的な考え方 

 

 

■将来都市像の実現に向けた４つの戦略プロジェクト（後期基本計画） 

 

 

 

 

 

【施策の方向】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊かな自然・悠久の歴史 光ときめく亀山 

市民力で地域力を高めるまちづくり 

 戦略の視点 まちの防災力を強める 

⇒戦略プロジェクト１ まち守りプロジェクト 

 戦略の視点 市民の健康寿命を延ばす 

⇒戦略プロジェクト３ みんな健康プロジェクト 

 戦略の視点 まちの魅力や価値を高める 

⇒戦略プロジェクト２ まち磨きプロジェクト 

 戦略の視点 子どもたちの笑顔を広げる 

⇒戦略プロジェクト４ 子ども輝きプロジェクト 

①地域公共交通の連携強化 

◆低炭素社会や超高齢社会などに対応し、効率的・効果的に公共交通を利用できる環境づくりを進めるため、

鉄道、バス、タクシー等の交通インフラを活かし、利用者の視点に立った地域公共交通の連携強化を図り

ます。 

②公共交通機関の利便性向上と利用促進 

◆来訪者や市民の広域的な移動の利便性を高めるため、県、沿線自治体及び関係団体と連携し、JR に対し

て、関西本線・紀勢本線の複線電化や列車の増発、乗り継ぎ時間の短縮等について働きかけを行います。 

◆交通事業者や市内企業、関係団体との連携・協働による利用促進活動を展開し、公共交通機関の利便性向

上につなげていきます。 

◆公共交通機関の利用を促進するため、JR 駅周辺において、駐車場や駐輪場の確保などの環境整備に向け

た取り組みを進めます。 

③身近な交通手段の確保 

◆今後さらに増加が見込まれる自立した移動手段を持たない高齢者や運転免許証返納者などの交通手段を

確保できるよう、地域の実情や状況の変化に合わせ地域生活交通の見直しを行い、自主運行バス、デマン

ド交通などによる効率的・効果的な運行を行います。 
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２）亀山市都市マスタープラン ～都市づくりの理念～ 

「亀山市都市マスタープラン（平成 22 年 3 月）」では、上位計画である「第１次亀山

市総合計画」を踏まえ、以下の都市づくりの理念及び目標が定められています。また、公

共交通に関連する計画として、公共交通ネットワークの基本的な考え方が示されています。 

 

■目標年次：平成 30年 

■都市づくりの理念 

 

 

 

■都市づくりの目標 

目標１ 現在の地形特性を守り活かす都市形成 

目標２ 歴史文化資産を活かした都市づくりの推進 

目標３ 都市の拠点機能強化 

目標４ まとまりのある居住地の形成 

目標５ 都市機能拠点と居住地のつながりの強化 

目標６ 近隣市とのつながりの確保による補完関係強化 

 

図 都市構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然や歴史に包み込まれた都市を継承し、暮らしやすいまちへ 
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３）亀山市交通バリアフリー構想 

「亀山交通バリアフリー構想（平成 21 年 3 月）」は、高齢者、障がい者等が生活上利

用する施設を含む一定の地区において、重点的かつ一体的な移動等円滑化を推進するため

の基本構想であり、公共交通も含めた総合的な視点でのバリアフリー化の推進を基本方針

として掲げています。 

■目標年次：平成 22年（短期）それ以降については、事業の進捗状況の中で具体化を検討 

■基本理念 

 

 

■基本方針 

１ 市民参加によるバリアフリー 

２ 河岸段丘を前提としたバリアフリー化 

平坦な面では通常徒歩による移動を前提としながらも、高低差の大きな箇所では、地域

公共交通である市内循環バスと連携し、より安心・安全で快適な移動手段の確立に配慮す

るなど、本市特有の河岸段丘を前提としたバリアフリーをめざします。 

３ 総合的な視点でのバリアフリー化 

道路や施設、公共交通、交通安全などを一体的にとらえ、より円滑な連続性の確保に配

慮するとともに、本市のもつ豊かな自然や悠久の歴史に培われてきたまちと調和し、景観

にも配慮した快適なバリアフリー環境を確保するなど、総合的な視点でのバリアフリーを

めざします。 

図 重点整備地区の区域及び生活関連施設・生活関連経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民と地域が育む 安全・安心の 人にやさしい亀山 

コミュニティ交通ゾーン 

各重点整備地区間の移動

は、さわやか号を利用し

ての移動を前提としてお

り、さわやか号のルート

を「コミュニティ交通ゾ

ーン」として位置付けて

います。 

重点整備地区 

①ＪＲ亀山駅の周辺 

②亀山市役所、亀山公園

の周辺 

③あいあい、医療センタ

ーの周辺 
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２．公共交通維持・活性化の基本方針 
亀山市が目指す都市像や公共交通が果たすべき役割を踏まえ、以下の５点を亀山市地域公

共交通計画の基本的な方針とし、公共交通の活性化及び再生を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  基本方針 1 亀山市が目指すべき交通体系の目標像の共有化 

● 住民、行政そして交通事業者が三位一体で亀山市の公共交通ネットワークを形

成・維持していくにあたり、バス交通の事業理念の共有化を図るとともに、取り

組みに対するモチベーションを維持していくため、亀山市が目指すべき交通体系

の目標像を定めます。 

  基本方針 2 路線バスを含む合理的な公共交通ネットワークの形成 

● 市内には、鉄道をはじめ、営業路線バス、廃止代替バス、自主運行バス、スクー

ルバス等多様なバス交通が存在しています。 

● 「地域生活交通の再編方針（H19.1）」においては、自主運行バスを中心とする生

活交通のネットワークの形成に主眼がおかれていましたが、バス交通の軸を形成

する亀山みずほ台線の廃止により、公共交通ネットワークの維持が危ぶまれる事

態となりました。 

● したがって、各路線の役割と確保すべきサービス水準を明確にするとともに、各

路線を維持していくための主体を明確に位置づけることにより、路線バスを含む 

各バス路線及びスクールバス、タクシー等多様な交通サービスが相互に連携した合

理的な公共交通ネットワークを形成します。 

  基本方針 3 地域の利用者ニーズを踏まえた効果的運行方式の導入と財政負担の軽減 

● 便別バス利用者数をみると、1 便当りの利用者が極端に尐ない路線が存在してい

ます。また、バス停間の結びつきをみると、時間帯によっては特定のバス停間の

利用に限定されているものもあります。また、点在する集落をサービスする冗長

なルート設定により、利便性や費用効率が低くなっている路線も存在します。 

 亀山市における公共交通維持・活性化の基本方針 

「鉄道、路線バス、自主運行バス、スクールバス、タクシーが相互に連携した、生活行動

に応じた合理的な地域公共交通ネットワーク」の形成・維持に向けて… 

  基本方針 1 亀山市が目指すべき交通体系の目標像（事業実施効果）の共有化 

  基本方針 2 路線バスを含む合理的な公共交通ネットワークの形成 

  基本方針 3 地域の利用者ニーズを踏まえた効果的運行方式の導入と財政負担の軽減 

  基本方針 4 サービス水準の向上と利用促進を誘導する戦略的行政支援策の展開 

  基本方針 5 地域の主体的取り組みを支援することができる利用促進策の展開 
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● したがって、住民の移動需要特性を的確にとらえる中で、定時定路線型のバス運

行に限らず、市民の生活行動に馴染むきめ細かいサービス提供が可能となる運行

システムの導入を図ります。 

  基本方針 4 サービス水準の向上と利用促進を誘導する戦略的行政支援策の展開 

● 市内のバス路線の骨格を形成する路線バス（営業路線及び補助路線）の利用者数

は減尐傾向にあり、自主運行バスの利用者数も伸び悩みの傾向にあります。 

● 一方、路線バスの退出・自主運行バスの機能強化という流れの中で、バス路線を

維持するための市の運行経費の負担額は年々増加傾向にあり、このまま利用者の

減尐が続くと、バス交通の維持が困難となる懸念があります。そのため運行評価

システムを導入し、行政と運行事業者そして住民による継続的な評価・検証、改

善行うとともに（PDCA の実施）、利用者の意見を反映させるための取組みを実施

します。 

● また、路線維持のための欠損補助的な公的資金投入という視点から脱却し、民間

交通事業者の経営インセンティブやサービス向上を引き出すことができるよう

経営指標の共通化を図りつつ、支援の仕組みを構築します。 

  基本方針 5 地域の主体的取り組みを支援することができる利用促進策の展開 

● 地域生活バスについては、地域のニーズに応じた交通システムを地域が支えてい

く仕組みを構築する必要があるため、必要に応じ特定地域の協議会等の組織化を

図ります。 

● 各路線の個別運行計画は、各路線の機能（事業理念）を踏まえ、地域住民が主体

となった「地域で生活交通を考える組織」を通じ、地域の需要や地域住民の生活

パターンに応じて設定します。 

● 地域独自の交通システムの評価についても、「地域で生活交通を考える組織」を

通じ、乗合交通手段によるサービスの妥当性を評価・検証します。 

図 バス交通の維持・活性化に向けた連携と役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行  政 

亀山市の将来像を支える公
共交通のあり方を明確に
し、路線バス・鉄道を含む
公共交通体系を総合的にコ
ーディネート 
 

地域住民 

公共交通により享受できるサービ
スを理解し、利用促進に向けた地域
主体の取り組みを実施 
 

交通事業者 

亀山市が策定・実施する交通
施策を踏まえ、交通事業者と
してのノウハウを活用した
提案の実施 

地域住民・亀山市・交通事業者

がそれぞれの立場を尊重しつ

つ、利用者の視点から公共交通

ネットワーク形成に向けた三

位一体の取り組みを実施 
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Ⅳ 地域公共交通計画の区域と計画期間 
 

本計画の計画区域は、亀山市全域を基本としますが、隣接市のコミュニティバスとの連携

強化を目指すため、市境付近の隣接市のバス停周辺を含んだ区域を対象とします。 

上位・関連計画である第１次総合計画（平成 19 年～28 年）及び都市マスタープラン（平

成 22 年～30 年）の計画期間との整合を図り、本計画の計画期間は、平成 25 年度～平成 28

年度の 4カ年とします。 

 

 

Ⅴ 地域公共交通計画の目標 
 

１．亀山市が目指す地域公共交通体系の将来像 

 

亀山市の地域公共交通体系は、鉄道、路線バス、自主運行バス、タクシーが相互に補完し

合い、地域住民の生活行動に応じた利用しやすく、合理的かつ効率的な公共交通ネットワー

クを形成し、地域公共交通の活性化及び再生を図ることにより、「通学・通院・ 

買物など、市民生活に必要な公共交通が効率的・効果的に確保され、 

安心で充実した暮らしを実現できるまち」を目指します。 

そのためには、地域住民・亀山市・交通事業者がそれぞれの立場を尊重しつつ、利用者の

視点から公共交通ネットワーク形成に向けた三位一体の取り組みを実施するなかで、市民生

活に必要な公共交通を皆では育んでいく必要があります。 

 

 

図 亀山市が目指す地域公共交通体系の将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通学・通院・買物など、市民生活に必要な 

公共交通が効率的・効果的に確保され、 

安心で充実した暮らしを実現できるまち 

目指す将来像 

 

 

市市民民生生活活にに必必要要なな公公共共交交通通をを皆皆でで育育むむ  基 本 理 念 

 

 



 

 

２．地域公共交通総合連携計画の目標 
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▶ 誰もがまちなかに行きやす

く、安全かつ快適にまちなか

を巡ることができるまち 

▶ 利用者増による持続可能な公

共交通体系が確立されたまち 

▶ 住民・行政・交通事業者が一

体となって取り組むことによ

り、利便性の高い公共交通サ

ービスが提供されるまち 

▶ マイバス意識が高く、地域に

馴染むバス交通を地域が支え

るまち 

通学・通院・買物など、市民生活に必要な公共交通が効率的・効果的に確保され、 
安心で充実した暮らしを実現できるまち 

 

1 亀山市が目指すべき交通体

系の目標像の共有化 

2 路線バスを含む合理的な公

共交通ネットワークの形成 

3 地域の利用者ニーズを踏ま

えた効果的運行方式の導入

と財政負担の軽減 

4 サービス水準の向上と利用

促進を誘導する戦略的行政

支援策の展開 

5 地域の主体的取り組みを支

援することができる利用促

進策の展開 

 基本方針  

 

 

目指す将来像 

▶ 移動環境に対する市民の不満割合[不満＋やや不

満]１５％以下（現況１７％、Ｈ２３年度）を目指

します。 

▶ 市内バス路線全体の利用者数４０万人以上（現況３

９万人、Ｈ２２年度）を目指します。 

・自主運行バス；+１０％以上 

・営業路線、廃止代替路線；現状以上 

 市内の各地域の停留所からにぎわいエリア（JR亀山

駅周辺地区）まで 1時間以内に行くことができます 

 にぎわいエリアや地域拠点（副次的市街地：井田川

駅周辺、関駅周辺）までは直通もしくは 1 回乗り換

えで行くことができます 

 健康福祉エリア（医療センター周辺）までは直通も

しくは 1回乗り換えで行くことができます 

 各地域で生活交通に関する話し合いが定期的に開催

され、高いマイバス意識が維持されています 

 

市民生活に必要な公共交通を皆で育む あ基本理念  

 基本目標  
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Ⅵ 目標を達成するために行う事業 

及びその実施主体に関する事項 
 

１．公共交通の機能分類と運行水準の設定 
 

亀山市における地域公共交通体系の具現化に向けては、公共交通の役割分担を明確にする

必要があることから、バス路線の性格分類を次頁のように設定します。 

運行水準の設定にあたっては、路線機能分類に応じ、確保すべき運行本数、運行間隔、運

行時間帯を設定するものとしますが、福祉制度にもとづく認定者の輸送など対象者を限定と

した施策及び個別輸送については、それぞれの計画に従い、各計画所管部署において別途推

進するものとします。 

 

図 現在のバス路線図（H24.11 現在） 
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表 バス路線の機能分類と路線維持の考え方 

※移動困難者 主に自家用車に乗車（同乗を含む）して、移動ができない者を指す。

 
路線の機能 サービス確保の考え方 サービス水準の設定 

路線維持 

の考え方 
該当する現行路線 

幹線的

バス 

基幹 

バス 

 都市拠点（亀山駅周辺）を中心とす

る放射軸であり、隣接市へのアクセ

ス交通需要にも対処する本市の公

共交通軸。 

 

 通勤、通学、通院、買物、娯楽など幅

広い移動需要に対応し、民間交通事業

者が主体となって運行を実施するもの

とするが、設定したサービス水準の確

保に向け、亀山市は必要に応じ、運行

支援を実施する。 

 利用促進策を実施するとともに、利用

実態や採算性を踏まえ、サービス水準

の妥当性や機能そのもののあり方を再

検討する。 

■運行本数・運行間隔 

＜朝・夕のピーク時＞ 

 通勤・通学需要に対応するとともに、利用喚起を図るため亀山駅

～平田町駅間は、平日ピーク時運行間隔１５分以内を確保する。 

 亀山駅～椋本間は、通学需要に対応するため、平日朝 6時～8時

台に各 1本、夕方 16～19時台に各 1本以上を確保する。 

＜昼間、夜間＞ 

 買物、通院需要、帰宅需要に対応するため、昼間、夜間時間帯は

2時間に 1本以上を確保する。 

■運行時間帯 

 通勤・通学、帰宅需要に対応するため、鉄道の運行時間帯を踏ま

えた運行時刻とする。 

交通事業者が

運行、または

市が運行 

亀山国府線 

（平日 27本/日、ピーク時 4本/時） 

亀山みずほ台線 

（平日 16本/日） 

亀山椋本線 

（平日 19本/日） 

 

まち

なか

循環

バス 

 市役所、医療・福祉拠点、駅、商業

施設等を連絡し、まちなかの活性化

を支援・誘導する路線。 

 地域生活バスと乗り継ぎ拠点にお

いて接続しネットワークを形成す

る。 

 通院、買物、公共施設利用を目的とし

た市中心部施設へのアクセス手段とし

て、亀山市が主体となって運行を実施

する。 

 中心市街地において、拠点相互を連絡

するとともに、鉄道、基幹バスや地域

生活バスとの乗り継ぎに配慮したサー

ビス水準を確保する。 

■運行本数・運行間隔 

 鉄道、基幹バス、地域生活バスからの乗り継ぎ需要に対応するた

め、必要に応じ増便し、１時間に１本以上を確保する。 

■運行時間帯 

 買物・通院需要、公共施設利用需要に対応するため、商業施設、

医療センター、市役所等の開設時間を踏まえた運行時刻とする。 

市が政策的に

運行 

さわやか号 

（平日 12本/日） 

特定

目的

バス 

 特定の地区（工業団地等）へのアク

セス需要に対応する路線。 

 通勤などの移動目的に対応し、民間交

通事業者が主体となって運行を実施す

る。 

 特定の地区及び施設へのアクセス需要への対応を基本にサービ

ス水準を設定するものとするが、地域の生活交通の確保を同時に

図る場合、昼間時間帯は、買物・通院需要に対応するため、２時

間に１本程度を確保する。 

交通事業者 

が運行 

亀山関工業団地線 

（平日 29本/日） 

地域生活 

バス 

 幹線的バスを補完し、各地域から都

市拠点（亀山駅周辺）及び鉄道駅、

医療・福祉拠点へのアクセス路線と

して機能する地域の生活軸となる

路線。 

 

 地域の取組を経て市が運行、または地

域の運行に対し市が支援を実施する。 

 幹線的バスが運行しない地域におい

て、移動困難者※の通学、通院、買物

等市民生活に必要な最小限度のサービ

ス水準を確保する。 

 

■運行本数・運行間隔 

 朝・夕の通学時間帯は、需要に応じた必要最小限度のサービス提

供を図る。 

 昼間時間帯は、買物・通院需要に対応するため、２時間に１本程

度を目安とするが、曜日限定運行を含め地域住民の生活パターン

を踏まえた独自のサービス水準の確保を目指す。 

■運行時間帯 

 朝夕の通学時間帯は、地域の実情に応じた適切な運行時刻（原則

朝：7時台～、夕：～18時台）とする。 

 昼間帯は、買物・通院需要、公共施設利用需要に対応するため、

商業施設、医療センター、市役所等の開設時間を踏まえた運行時

刻とする。 

地域の取組を

経て市が運行

または地域の

運行に対し、

市が支援 

野登白川地区自主運行バス 

（平日 3～13本/日） 

東部ルート 

（平日 6本/日） 

南部ルート 

（平日 7本/日） 

西部Ａルート 

（平日 12本/日） 

加太地区福祉バス 

（平日 9本/日） 

関南部地区スクールバス活用バス 

（平日 2本/日、火・金のみ） 
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２．バス路線の再編方針 
 

バス交通の課題に対応する路線別の再編方針を以下に整理します。 

表 バス路線再編方針 

幹
線
的
バ
ス 

基
幹
バ
ス 

亀山国府線 
（営業路線バス） 

 亀山みずほ台線との競合関係の解消が検討課題であるものの、亀山国府
線は亀山市民や鈴鹿市民の買物・通院目的の移動を主とする地域間路線
として機能しており、当面現状維持とするが、鈴鹿市との協議を進めつ
つ、将来的な亀山みずほ台線との統合による利便性向上を図る。 

亀山みずほ台線 
（廃止代替路線バス） 

 亀山みずほ台線は鈴鹿市民や亀山市民の通学目的の移動を主とする地域
間路線として機能しており、当面現状維持とするが、鉄道利用による代
替交通手段の活用を睨みつつ、鈴鹿市との協議の中で亀山国府線との競
合関係の解消及び鈴鹿回生病院へのアクセスも考慮した見直しを行う。 

亀山椋本線 
（廃止代替路線バス） 

 亀山高校等への通学利用や、買物・通院等の広域利用に対応し、沿線市
域の地域生活バスを確保するルートとする。 

まちなか 

循環バス 
さわやか号 

 まちなかにおいて市役所、医療・福祉拠点、駅、商業施設等を連絡し、
まちなかの活性化を支援・誘導する循環路線として維持するものとする。 

特定目的

バス 

亀山関工業団地線 
（営業路線バス） 

 現状維持とする。 

地
域
生
活
バ
ス 

野登地区方面 

 現野登・白川ルートの所要時間の短縮と、需要に応じたルート設定とす
るため、野登方面ルートと白川方面ルートのみとする。 

 朝・夕は亀山駅へ直通運行し、昼間帯は医療センターまたはあいあいを
起終点とした運行とする。 

白川地区方面 

 現野登・白川ルートの所要時間の短縮と、需要に応じたルート設定とす
るため、野登方面ルートと白川方面ルートのみとする。 

 朝・夕は亀山駅へ直通運行し、昼間帯は医療センターまたはあいあいを
起終点とした運行とする。 

 現白川ルートについては、デマンド運行方式など地域独自の運行方式の
導入を進める。 

井田川・川崎地区方面 

 朝・夕は、井田川駅への乗り入れ要望に対応するため、井田川駅及び亀
山駅へ接続するルートとする。 

 昼間帯の亀山駅や亀山局前周辺バス停を目的とする需要は医療センター
及びあいあいでの乗り継ぎ利用を想定する。 

東部・昼生地区方面 
 亀山椋本線との競合関係を解消し、分散立地する集落への需要に対応す

るため、デマンド運行方式など地域独自の運行方式の導入を進める。 

関・坂下地区方面 

 朝・夕は、通学に対応するため、伊勢坂下～関駅間の定時定路線運行と
し、亀山駅へは JR関西本線利用とする。 

 昼間帯は、医療センターへのアクセス需要に対応する路線として、神辺
地区を経由し、医療センターへ直結するルートとし、デマンド運行方式
など地域独自の運行方式の導入をも進める。坂下地区においては、地域
が主体となった独自のバス運行方式の導入も進める。 

加太地区方面 
 学校貸切便の活用による利便性向上を図るため、一般住民の混乗を行う。 

 地域の移動ニーズに対応するため、地域が主体となった独自のバス運行
方式の導入を進める。 

関南部地区方面 

 現行のスクールバス活用形態を踏襲するとともに、停車位置の増設など
運行サービスの充実を図る。 

 さらなる利便性向上に向けて、地域が主体となった独自のバス運行の導
入を進める。 

※事前予約制施設送迎バスについては、その利用実態より、バス交通により対応が可能と判断し、廃止
する。再編後も残る交通空白地域については、タクシーあるいは地域の力を活用し、最寄りのバス停
までの移動手段を確保する仕組みづくりを進める。 

※デマンド交通等きめ細かい運行方式の導入地域においては、市福祉施策として実施されているタクシ
ー料金助成事業の今後のあり方について検討を進め、バス事業との整合を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 バス路線再編方針イメージ（現行図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再 編 前 

東部ルート 

野登白川地区自主運行バス 

亀山みずほ台線 

亀山国府線 

南部ルート 
亀山椋本線 

関南部地区スクールバス活用バス 

加太地区福祉バス 

西部Ａルート 

亀山関工業団地線 

さわやか号 

＜バス路線再編のポイント＞ 

 目指す将来像「通学・通院・買物など、市民生活に必要な公共交通が効率的・効果的に確保さ

れ、安心で充実した暮らしを実現できるまち」を実現するため、関連する路線の見直しを組み

合わせ、段階的な見直しを行います。 

 移動ニーズを踏まえ、朝・夕と昼間帯のネットワークを分けて設定します。 

 通勤・通学需要が発生する朝・夕は亀山駅や井田川駅、関駅へ直行するルートとします。 

 通院・買物需要が発生する昼間帯は、北部方面からは医療センター、南部方面からは亀山

駅、加太方面からは関駅へアクセスするルートとし、商業拠点等まちなかの各施設へはさ

わやか号によりサービスします。 

 亀山椋本線と南部ルート、亀山みずほ台線と亀山国府線等については、路線の競合関係を解消

し相互補完関係を構築します。 

 公共交通利用不便地区の解消と地域ニーズに応じた合理的サービスの提供に向け、デマンド運

行方式など地域独自の運行方式を導入します。 
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図 バス路線再編方針イメージ（ＳＴＥＰ１） 

ＳＴＥＰ１ 基幹バス（亀山国府線、亀山みずほ台線）を現状維持とした見直し《Ｈ２５～Ｈ２７》 

 

 

 

【朝・夕時間帯（～8 時台、16 時台～）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【昼間帯（9～15 時台）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 バス路線再編方針イメージ（ＳＴＥＰ２） 

図 バス路線再編方針イメージ（ＳＴＥＰ２） 

ＳＴＥＰ２ 基幹バス（亀山国府線、亀山みずほ台線）を統合した見直し《Ｈ２８》        

 

 

 

【朝・夕時間帯（～8 時台、16 時台～）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【昼間帯（9～15 時台）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 白川地区、野登地区方面の路線分離、亀山椋本線と一体となった東部・昼生地区方面でのデマンド

型交通の導入、井田川・川崎地区方面の井田川駅乗り入れ、関・坂下地区方面のデマンド型交通の

導入、加太地区での地域運行バスへの転換、関南部地区方面の新たな運行方式の検討など、自主運

行バスを中心とした見直しを進めます。 

 関南部地区方面での地域運行バスの導入など自主運行バスを中心とした見直しを継続するととも

に、亀山国府線と亀山みずほ台線の一体的見直しを進めます。 

亀山みずほ台線 

さわやか号 

亀山関工業団地線 

井田川・川崎地区方面 

野登地区方面 

亀山国府線 

白川地区方面 

（デマンド型交通等） 

加太地区方面 

（地域運行バス） 

東部・昼生地区方面 

（デマンド型交通等） 亀山椋本線 

関南部地区方面 

（スクールバス活用） 

関・坂下地区方面 

（デマンド型交通等又は地域運行バス） 

さわやか号 

亀山椋本線 

亀山国府線・亀山みずほ台線 

野登地区方面 

亀山関工業団地線 

井田川・川崎地区方面 

白川地区方面 

（デマンド型交通等） 

加太地区方面 

（地域運行バス） 

関南部地区方面 

（地域運行バス） 

東部・昼生地区方面 

（デマンド型交通等） 

亀山関工業団地線 

井田川・川崎地区方面 

野登地区方面 

亀山国府線・亀山みずほ台線 

加太地区方面 

（地域運行バス） 

東部・昼生地区方面 

（デマンド型交通等） 亀山椋本線 

さわやか号 

白川地区方面 

（デマンド型交通等） 

関・坂下地区方面 

（デマンド型交通等又は地域運行バス） 

関南部地区方面 

（地域運行バス） 

さわやか号 

亀山みずほ台線 

亀山椋本線 

井田川・川崎地区方面 

野登地区方面 

関・坂下地区方面 

（デマンド型交通等又は地域運行バス） 

白川地区方面 

（デマンド型交通等） 

加太地区方面 

（地域運行バス） 

関南部地区方面 

（スクールバス活用） 

東部・昼生地区方面 

（デマンド型交通等） 

亀山関工業団地線 

亀山国府線 

関・坂下地区方面 

（デマンド型交通等又は地域運行バス） 



 

32 

■地域生活バスの具体的計画案の検討 

地域生活バスは、地域に密着した生活交通であることから、バス路線の再編にあたっては、本計画を踏

まえつつ、地域住民が主体となった「地域で生活交通を考える組織」を通じ、その具体的計画案（ルート・

ダイヤ）について検討していくものとします。その際、定時定路線型のバス運行に加え、必要に応じ、地

域による乗合タクシー等自主運行の可能性やデマンド型交通による対応など、事業費等一定の制約条件を

前提に、地域住民の生活パターンに応じた運行のあり方を検討するものとします。 

また、地域生活バスに関するバス路線の再編にあたっては、亀山市は必要に応じて技術的、財政的な支

援を検討するとともに、地域住民と協働で運行結果に基づく評価を実施し、運行維持の妥当性や運行計画

の見直しの必要性、及び利用促進策等を検討します。 

図 地域生活バスの具体的計画案検討手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地域で生活交通を考える組織のイメージ＞ 

構成員； 主に地域住民 

役 割；・地域にふさわしい個別運行計画（ルート、ダイヤ、バス停等）を策定 

・地域生活バスの評価を行政と協働で実施するとともに、必要に応じ見直し案を 

検討 

    ・バスを活用し、地域コミュニティの形成に向けた取り組みの実施（バスを活用

したイベント開催等） 

・地域住民による各種活動の実施（バスの乗り方サポート、利用モデルダイヤ作

成、バス停付帯施設及び周辺における環境整備、清掃、緑化等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域住民による取り組み事例（愛知県岡崎市 ささゆりバス） 

岡崎市北東部の下山地区は、いわゆる公共交通空白

地域であったが、岡崎市交通政策会議は、地域提案

のもと、乗合タクシー「ささゆりバス」の運行を実

施している。住民は生活交通手段としてだけではな

く、地域づくりにも活用を図っている。 

 
＜具体的な取組み内容＞ 

 公共交通空白地域の解消、病院への移動手段の確保等のため、乗合タクシーの運行を実施 

 地域住民がバス検討組織を立ち上げ、行政がその取り組みをサポート 

 地元住民は、バス委員会を開催し、運行継続に向けた活動を実施 

亀山市地域公共交通計画 

個別運行計画案の作成 

 

評価・検証 

 

見直し案策定 

 

地域で生活交通

を考える組織 

地域公共 

交通会議 

コラム：デマンド型交通ってなぁに？ 

定時定路線型交通とデマンド型交通の特徴 

 

デマンド型交通の概要 

デマンド型交通は、決められたルートを決められた

時刻に運行する一般の路線バスと異なり、電話などの

予約に応じて予約のあった停留所へ立ち寄り、利用者

を乗せて目的地へ向かう乗合型の公共交通です。 

デマンド型交通は、ルート、ダイヤ、目的地（施設）

の自由度の組み合わせにより、多様な運行形態が存在

します。したがって、デマンド型交通の導入にあたっ

ては、事業費等一定の制約条件下において地域の皆さ

んが主体となって、地域の実情に即した運行形態を検

討していく必要があります。 

 

▼様々な種類があるデマンド型交通 

▼デマンド型交通のイメージ 

（資料：国土交通省ホームページ） 

①運行方式からみた分類 

②運行ダイヤからみた分類 

③路線機能からみた分類 
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３．公共交通の運賃 
 

亀山市のバスは、営業路線である亀山国府線、亀山関工業団地線、廃止代替路線である亀

山みずほ台線、亀山椋本線は、対キロ制運賃となっています。一方、さわやか号は 100 円均

一、東部ルートは初乗り運賃 100 円で、市中心部エリア（亀山駅及び医療センター・あいあ

い）を超える場合は 200 円、その他の自主運行バスは１００円均一、関南部スクールバス活

用バスは無料と、多様なバスの運賃体系が存在しています。 

路線バスを含む合理的な公共交通ネットワークを形成するために各バス路線の運賃体系を

各路線の機能に合わせて再整理します。 

行政界を跨ぐ地域間の幹線として機能する基幹バスについては、通勤・通学需要にも対応

する路線であり、基本的に路線バス運賃の対キロ制運賃とします。 

まちなか循環バスについては、中心市街地でのモビリティの向上を図るため、均一運賃と

します。 

地域生活バスのうち、定時定路線型バスについては各地域から生活拠点となる最寄りの交

通結節点（亀山駅、関駅、井田川駅、医療センター）へのアクセス利便性を考慮し、最寄り

生活圏（ゾーン）内は均一運賃としますが、最寄り生活圏（ゾーン）を跨ぐ場合、一定料金

が加算されるゾーン制運賃とします。また、デマンド型交通については、路線バス運賃との

整合性を踏まえるなかで適切な料金を設定（均一運賃）します。 

なお、広告収入等運賃以外による収入増に関する取り組みについても検討します。 

 

図 ゾーン制運賃のゾーンイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゾーン（最寄生活圏） 

関支所 

下庄駅 

医療 
センター 

関駅 

井田川駅 

加太駅 亀山駅 
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表 公共交通の機能分類と運賃体系 

 路線の機能 運賃体系 参考：該当する現行路線の運賃 

幹
線
的
バ
ス 

基
幹
バ
ス 

 都市拠点（亀山駅周辺）を中

心とする放射軸であり、隣接

市へのアクセス交通需要にも

対処する本市の公共交通軸。 

 亀山駅～平田町駅間は、平

日ピーク時運行間隔１５分

以内 

 亀山駅～椋本間は、平日朝 6

時～8 時台、夕方 16～18 時

台に各 1 本以上 

 昼間、夜間時間帯は 2 時間

に 1本以上 

 対キロ制運賃 

 亀山国府線（対キロ制運賃） 

[亀山駅⇔本町三丁目(@160)和田

(@260)] 

 亀山みずほ台線（対キロ制運賃） 

[亀山駅⇔栄町(@180)みずほ台口

(@260) 井田川駅西(@290)] 

 亀山椋本線（対キロ制運賃） 

[ 亀 山 駅 ⇔ 安 知 本 (@210) 上 原

(@280)] 

ま
ち
な
か
循
環
バ
ス 

 市役所、医療・福祉拠点、駅、

商業施設等を連絡し、まちな

かの活性化を支援・誘導する

路線。 

 地域生活バスと乗り継ぎ拠点

にて接続しネットワークを形

成。 

 １時間に１本以上 

 均一運賃  さわやか号（均一運賃（@100）） 

特
定
目
的
バ
ス 

 特定の地区（工業団地等）へ

のアクセス需要に対応する路

線。 

 需要に応じたサービス水準 

 対キロ制運賃 

 亀山関工業団地線（対キロ制運

賃） 

[亀山駅⇔シャープ亀山工場

(@300)] 

地域生活 

バス 

 幹線を補完し、各地域から都

市拠点（亀山駅周辺）及び鉄

道駅、医療・福祉拠点へのア

クセス路線として機能する地

域の生活軸となる路線。 

 朝・夕の通勤・通学時間帯

は、需要に応じて必要最小

限のサービス 

 昼間時間帯は通院・買物需

要に応じた必要最小限のサ

ービス水準 

 ゾーン制運賃 

ゾーン内均一運賃 

 

ゾーンを跨ぐ場合 

均一運賃＋α円/乗車 

 

※関南部地区スクー
ルバス活用バスは
無料 

 野登白川地区自主運行バス（均

一運賃（@100）） 

 東部ルート（ゾーン制運賃） 

[医療センターまで均一 運賃

（ @100 ）、 医 療 セ ン タ ー 以 遠

（@200））] 

 南部ルート（均一運賃（@100）） 

 西部Ａルート（均一運賃（@100）） 

 加太地区福祉バス（均一運賃

（@100）） 

 関南部地区スクールバス活用バス

（無料） 

（平日 2 本/日、火・金のみ） 
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４．公共交通の利用促進策 
 

亀山市が目指すまちづくりの姿の具現化に向け、公共交通ネットワークを維持・活性化

するためには、誰もが分かりやすく、利用しやすい、利用したくなる環境を整備する必要

があります。そのためには、地域と行政そして交通事業者の協働の下、様々な利用促進施

策を検討し、計画、実行、検証、改善を繰り返して実施していくものとします。 

 

表 公共交通利用促進施策のメニューと実施主体 

施策等の分類 具体的な取り組み 実施主体 

(1)利用者目線による

分かりやすい情報

の提供 

① 公共交通利用に係る情報提供（乗継拠点にお

ける総合案内板の設置、バス停案内表示の充

実、バスマップ及び分かりやすいダイヤ表示

の作成、亀山市ホームページの充実等） 

行政・交通事業者 

② 分かりやすいバス系統名の設定及びバス車

両、バス停等への系統表示 
行政・交通事業者 

③ 乗り継ぎ拠点における乗り継ぎ抵抗を軽減す

る表示 
行政・交通事業者 

(2)利用促進を誘導す

る施策 

①回数券の充実、乗り継ぎ割引制度や市内全路線

の利用が可能な 1日乗車券導入検討 
行政・交通事業者 

② 乗り継ぎ抵抗の軽減等を目的とした利用促進

施策の検討（乗り継ぎ拠点における待合環境

の改善等） 

行政・交通事業者 

③ 環境や利用者に配慮したバス車両の改善（低

公害車両、ノンステップバス等） 
交通事業者・行政 

(3)地域づくりと一体

となったバスへの

愛着（マイバス意

識）を高める方策 

① バスを活用し、地域コミュニティの形成に向

けた取り組みの実施（バスを活用したイベン

ト開催等） 

地域住民 

② 亀山市の各種イベント時におけるバス利用促

進のキャンペーン、商業振興や環境保護を目

的とする関係団体と連携したバス利用促進等 

行政・関係団体 

③ 地域住民による各種活動の実施（バスの乗り

方サポート、利用モデルダイヤ作成、バス停

付帯施設及び周辺における環境整備、清掃、

緑化等） 

地域住民 
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図 公共交通利用促進施策の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商店と連携したバス利用促進事例 

【茨城県土浦市 「キララちゃん」】 

協賛店舗で1回1,000円以上の買い物をした

場合、当日乗車券と引き換えに地域通貨 100

円分を贈呈する取り組みを実施している。 

資料：土浦市 

▼地域通貨「キララ」 

バスを活用したイベントの事例②：市のイベントと連携した利用促進策 

【愛知県岡崎市】 

岡崎市秋の市民まつりに合わせて公共交

通利用促進キャンペーン「公共交通に親し

む日」を開催している。 

まつりの期間中（2日間）は市内路線バス・

まちバスの小学生運賃が無料となり、バス

に乗ってクイズをといて記念品がもらえ

るラリーゲームの開催、バスの乗り方教室

や運転席記念撮影など、公共交通に親しん

でもらうプログラムを企画している。 

 

 

 

 

資料：岡崎市 

▼イベントのチラシ 

バスを活用したイベントの事例①：小学生を対象としたバスの乗り方教室 

【佐賀県佐賀市 佐賀市営バス】 

安全なバスの待ち方、行き先表示の見方についての説明や、バスへ実際に整理券を

とって乗りこみ、車内でのマナー、優先席・車いす固定スペースの仕組み、運賃表

の見方、降りるときに気をつけることなど、基本的なバスの乗り方を学習する。 

 

 

 

 

 

 

 

資料：佐賀市交通局 

▼バスの乗り方教室の様子 
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５．評価及び推進体制 

１）公共交通ネットワーク（亀山市地域公共交通計画）の評価の基本的考え方（PDCAサイクル） 

①公共交通ネットワークの評価・検証、改善策の検討は、亀山市地域公共交通会議の場で実施

します。 

②公共交通ネットワークの評価は、「路線単位での評価」、「ネットワーク全体での評価」の

２つの視点に基づき、総合的に評価を行うとともに目標値の達成度を評価・検証します。 

③目標値が達成できていない場合は、その要因を分析し、改善策を検討するＰＤＣＡサイクル

（計画→実行→評価→改善）により実施します。 

２－１）路線単位の評価の基本的考え方（PDCAサイクル） 

・路線単位の評価は、原則１年間の運行を経て評価基準に基づき毎年実施します。 

・幹線的バス（基幹バス及び循環バス）は、亀山市の公共交通ネットワークの軸としての機

能を有することから、地域公共交通会議において、住民、交通事業者及び行政の協働のもと、

運行結果に基づく評価を実施し、運行維持を検討します。 

・地域生活バスは、地域に密着した生活交通路線であることから、地域で生活交通を考える組

織において、住民と行政が協働で運行結果に基づく評価を実施し、見直し案や利用促進策を検

討するとともに、地域公共交通会+議において運行維持の妥当性を審査・検証します。この際、

定時定路線による運行が適切ではないと考えられる場合、その他の方法も検討します。 

２－２）ネットワーク全体での評価の基本的考え方（PDCAサイクル） 

平成29年度においては、亀山市総合計画の見直しを受け、亀山市地域公共交通計画の見直しを

実施します。その際のネットワーク全体での評価は、個別のバス路線がネットワークとして機能

しているかを総合的に評価・検証を行うとともに、目標値（「①不満割合15％以下」及び「市内

バス路線全体の利用者数40万人以上」）の達成度について評価・検証します。 

図 公共交通ネットワーク（亀山市地域公共交通計画）及び路線単位のＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ネットワーク全体での評価・検証 
 目標値の達成度の評価・検証 （丌満割合 15％以

下、市内バス路線全体の利用者数 40万人以上） 

 Ｓｔｅｐ１ 個別運行の実施 
     《H25～27》 

亀山市地域公共交通計画の策定 

 個別運行計画案の作成 
      《H25》 

 

地域で生活
交通を考え
る組織 

 Ｓｔｅｐ２ 個別運行の実施 
       《H28》 

第
２
次
亀
山
市
総
合
計
画

《
Ｈ
２
９
》 

改善点 
の検討 

路線単位 
での評価 
・検証 

亀山市地域 

公共交通会議 

Check 

亀山市地域公共交通計画の見直し 
Action 

公共交通ネットワーク（亀山市地域公共交通計画）のＰＤＣＡサイクル 

路線単位のＰＤＣＡサイクル 

Plan 

Do 

Plan 

Do 

Do Action 

Check 
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３）路線単位の評価指標及び評価基準 

バス路線の評価は、路線維持の考え方に基づく運行主体が中心となり、路線存続の妥

当性を判断する「維持基準」と路線の見直しや利用促進に向けた判断基準となる「見直

し基準」に基づき実施する。 

表 路線単位の評価指標と評価基準（例） 

 

評価の視点 評価指標 

評価基準 

基準を満たさない場
合の対応方針 幹線的 

バス 

地域生活バス 

定時定
路線型 

デマンド
型 

診断１ サービス評価からの課題 生活ニーズに合ったサービスが提供されているか？ 

維
持
基
準 

利
用
者
数
（
需
要
）

と
輸
送
力
（
供
給
）

の
バ
ラ
ン
ス
を
検
証 

 需要に応じたル
ート・ダイヤ設
定となっている
か？ 

 需要に応じた車
両選択となって
いるか？ 

バス停別 
乗降者数 

○人/日 
以上 

○人/日 
以上 

― 
利用の尐ないバス停
の必要性を検討 

1 便当たり 
平均 

乗車人員 

○人/便 
以上 

○人/便 
以上 

○人/便 
以上 

路線存続の妥当性及
び路線の機能変更の
必要性を検討 

地

域

の

取

り

組

み

を

検

証  地域による取り
組みは実施され
ているか？ 

地域活動 ― 

地域住民によるバ
ス交通の維持に向
けた取り組み実態
を確認 

利用実態からみた維
持基準による評価と
合わせ、路線の存続等
の妥当性を検討 

見
直
し
基
準 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
妥
当
性
を
検
証 

 需要に応じたネ
ットワークとな
っているか 

バス停間 
ＯＤ 

利用者の需要ベクトルに応じ
たルートとなっているかを検
証 

バスルートの見直し
を検討 

 他路線と競合関
係にないか？ 

同一方向路
線のバス停
圏の重複 

半径○ｍ 
以遠 

半径○ｍ 
以遠 

バスルートの見直し
を検討 

同一方向路
線のダイヤ

の重複 
運行間隔○分以上 

ダイヤの見直しを検
討 

 乗り継ぎ抵抗の
軽減は図られて
いるか？ 

乗り継ぎ 
時間 

主要乗り継ぎ拠点（亀山駅、
井田川駅、関駅、医療センタ
―）の乗り継ぎ時間○分以内 

ダイヤの見直しを検
討 

診断２ 事業評価からの課題 バスが利用され、一定の費用効率が確保されているか？ 

見
直
し
基
準 

利
用
者
数
と
運
行

経
費
の
バ
ラ
ン
ス

を
検
証 

 バス利用者数は
増加している
か？ 

年間 
利用者数 

地域生活バス：＋１０％以上
（H28）に向けて 
営業路線 
廃止代替バス 

利用促進策を検討 

 費用効率が極端
に悪化していな
いか？ 

利用者一人
あたり 

運行経費 

○円／
人以下 

○円／ 
人以下 

― 利用促進策を検討 

診断３ 政策評価からの課題 バスの運行目的は達成されているか？ 

見
直
し
基
準 

住
民
に
よ
る
バ
ス
評

価
及
び
住
民
参
加
に

よ
る
取
り
組
み
状
況

を
検
証 

 各路線が期待
される役割を
果たしている
か？ 

利用者 
満足度 

バスサービスに関する利用者
の不満割合○％以下 

不満内容に応じた見
直しを検討 

 住民による定
期的な評価が
実施されてい
るか？ 

地域で生活
交通を考え
る組織の会
議開催回数 

― ○回／年以上 
地域住民のモチベー
ション維持方策を検
討 

現状維持 
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＜路線単位の運行評価・見直し手順（案）＞ 

▼ 年度ごとに利用実態を把握し、 

▼ 評価結果を広く住民に知らせ、 

▼ 地域住民参画のもと見直し案を検討し、 

▼ 原則 3年を目途に路線維持の妥当性を判断します。 

図 地域生活バスの運行評価・見直しに関する取り組みの流れ（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運行（１年間） 

 

提案 

 

＜評価指標・評価基準＞ 

診断１ サービス評価からの課題 

生活ニーズに合ったサービスが

提供されているか？ 

診断２事業評価からの課題 

バスが利用され、一定の費用効率

が確保されているか？ 

診断３政策評価からの課題 

バスの運行目的は達成されてい

るか？ 

評価基準に基づく検討 

（地域住民と行政が協働で実施） 

計画案の審査・検証 

（地域公共交通会議） 

※路線存続・廃止の 

妥当性判断 

個別運行計画(案) 
（地域で生活交通を考える組織・事務局） 

運行結果の整理 

・利用実態 

・利用者意向 

・地域住民意向 
（各路線の運行主体） 

Plan 

Do 

Check 

Action 

＜１年目・２年目＞ 

・運行計画（ダイヤ・バス停の位置等）

の見直し 

・利用促進策の検討 

＜３年目＞ 

・路線存続・廃止の妥当性 

↓ 

・他の方法による移動手段確保の検討 

路線単位のＰＤＣＡサイクル 
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４）目標を達成するための事業及び実施主体 

目標を達成するために実施する事業は、バス路線の再編方針に関する施策及び公共交通促進施策のメニューとし、以下に整理します。 

□事業実施準備・事業見直し　　■事業実施

上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

亀山国府線、亀山みずほ台線 ＇一体的見直し等（ 行政・交通事業者

亀山椋本線 ＇ルート見直し等（ 行政・交通事業者

さわやか号 ＇サービス水準の向上等（ 行政・交通事業者

野登・白川地区方面 ＇路線分離、デマンド型交通の導入＇白川地区方面（等（ 行政・交通事業者・地域

井田川・川崎地区方面 ＇井田川駅への乗り入れ等（ 行政・交通事業者・地域

東部・昼生地区方面 ＇デマンド型交通の導入等（ 行政・交通事業者・地域

関・坂下地区方面 ＇デマンド型交通又は地域運行バスの導入等（ 行政・交通事業者・地域

加太地区方面 ＇地域運行バスの導入等（ 行政・交通事業者・地域

関南部地区方面 ＇スクールバスの活用、地域運行バスの導入等（ 行政・地域

運賃体系の見直し 行政

運賃収入以外の
収入確保に向けた取り組み

車内広告、バス停ネーミングライツ等の実施 行政・交通事業者

行政・交通事業者

行政・交通事業者

行政・交通事業者

行政・交通事業者

行政・交通事業者

４．
公共交通利用促進計画

行政・交通事業者

環境対策・バリアフリー化 交通事業者・行政

地域

行政・関係団体

地域

５．
評価及び推進体制

住民主体の取り組み 地域

実施予定年度

情報提供

乗り継ぎ拠点における総合案内板の設置、バス停案内表示の充実

バスマップ及び分かりやすいダイヤ表の作成、亀山市ホームページの充実等

分かりやすいバス系統名の設定及びバス車両、バス停等への系統表示

乗り継ぎ拠点における乗り継ぎ抵抗を軽減する表示

事業名 内容 H25 H28

(仮)地域で生活交通を考える組織の立ち上げ・組織化

地域住民による各種活動の実施
＇バスの乗り方サポート、利用モデルダイヤ作成、バス停、付帯施設及び周辺における環境整備等（

市のイベント時におけるバス利用促進のキャンペーン、
商業振興や地球温暖化防止を目的とする関係団体と連携したバス利用促進等

バスを活用し、地域コミュニティの形成に向けた取り組みの実施＇バスを活用したイベント開催等（

バス車両の改善＇低公害型車両、ノンステップバス等（

２．
地域生活バス路線計画

実施主体

１．
幹線的バス路線計画

H26 H27

３．運賃体系の見直し等

幹線的バス再編

地域づくりと一体となった
取り組み

地域生活バス再編

利用促進誘導施策

亀山駅、あいあい、その他乗継拠点における待合環境向上

回数券の充実、乗り継ぎ割引制度や市内全路線の利用が可能な１日乗車券の導入検討

運賃体系の見直し

運行車両更新時期に応じて
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用語解説 
 

あ行 

移動困難者 

主に自家用車に乗車（同乗を含む）して、移動ができない者を指す。 

インセンティブ 

報酬など、人や組織の意欲や目標達成を誘引するもの。 

 

さ行 

自主運行バス 

明確な定義付けがなされていないが、一般的に「地方公共団体等がまちづくり等住民福祉の向

上を図るため交通空白地域・不便地域の解消、高齢者等の外出促進、公共施設の利用促進を通じ

た『まちづくり』の活性化等を目的として、自らが主体的に運行を確保するバスのこと※」とされ

ている。 

※平成 18 年 10 月の道路運送法改正内容を検討した『コミュニティバス等地域住民協働型輸送サ

ービス検討小委員会』における定義 

収支率 

収支の実態を表す指標で、以下の式により算出する。100％以上であれば収益が確保されている

こととなる。【収支率＝経常収益÷経常費用×100（％）】 

 

た行 

地域運行バス 

地域住民が地域の実情に応じ、自らが運行主体となり運行するバス。 

地域公共交通会議 

自治体・交通事業者・住民・関係者等が、地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の形態及び

運賃・料金、事業計画等について協議・合意形成する場として、改正道路運送法（平成 18 年 10

月施行）に定められているもの。 

地域生活交通 

運行目的や車両の大きさにかかわらず、バス、ジャンボタクシー等、市が運行又は運行業務委

託するすべての輸送事業を指す※。 

※移動困難者の日常生活における最低限度の移動性を効率的・効果的に確保することを目的とし

た地域生活交通の再編方針『効率的で効果的な新市の生活交通の再編に向けて』（平成 19 年 1

月）における定義 
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超高齢社会 

高齢化率（65歳以上の人口が総人口に占める割合）が 21％を超える社会のこと。なお、7％ 

以上を高齢化社会、14％以上を高齢社会という。 

デマンド型交通システム 

バスの新しい運行形態の１つで、決まったダイヤ・ルートによる運行ではなく、電話予約等に

よる利用者の呼び（Demand）に応じてバスがその場所へ立ち寄って利用者を乗せて目的へ向かう

乗合型の公共交通。 

 

な行 

ネーミングライツ 

バス停名に、スポンサーとなる商店名や企業名を愛称として付ける権利（命名権）のこと。 

スポンサーから掲載料を受け取ることで、その収入をバスの運行経費に充てることが可能となる。 

 

は行 

廃止代替バス 

バス路線が廃止された後を受けて、自治体（市町村）が直営または事業者に依頼して運行して

いる路線バス。 

パブリックコメント 

条例や計画の策定に際してその案を公表し、市民などの関係者から提出された意見・情報を考

慮して意思決定を行う手続きのこと。 

バリアフリー 

障がい者や高齢者が、社会生活を営む上での物理的障がい、精神的障がいを取り除くための施

策、もしくは取り除かれた状態。 

ＰＤＣＡサイクル 

Plan（計画）、Do（実行）、Check（検証）、Action（改善）の頭文字を取った「計画・実行・検

証・改善」を継続的に繰り返す仕組みのこと。 

 


